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１. 工事概要

１-１ 工事名 

道東自動車道 新得地区舗装工事 

 

１-２ 道路名 

道東自動車道 

 

１-３ 工事箇所 

自）北海道 勇払郡 占冠村 字トマム （KP E 102.8） 

   緯度４３° ２′３７″ 経度１４２°３９′４５″ 

至）北海道 中川郡 本別町 共栄   （KP E 193.0） 

   緯度４３° ６′２５″ 経度１４３°３４′３９″ 

自）北海道 中川郡 本別町 勇足   （KP     0.0） 

   緯度４３° ６′１２″ 経度１４３°３３′２５″ 

至）北海道 足寄郡 足寄町 郊南   （KP    13.1） 

   緯度４３°１２′３４″ 経度１４３°３３′３７″ 

 

１-４ 工事延長 

総延長 約 103,300 ｍ  

施工延長 約 5,060 ｍ  

土工延長 約 3,596  ｍ  

橋梁延長 約    554 ｍ 広内川橋、ペンケオタソイ川橋、長流

枝スマート IC橋（仮称） 

トンネル延長 約    910 ｍ 広内トンネル 

 

１-５ 連絡等施設 

    スマートインターチェンジ １箇所 

 

１-６ 施工地域区分及び間接工事費率適用区分 

本工事の実施工場所の施工地域区分は以下のとおりである。 

・２車線以上（片側１車線以上）かつ断面交通量が５，０００台／日以上の車道において 

車線変更を促す規制を行う場合の工事 

・市街地部（ＤＩＤ地区及びこれに準ずる地区）が施工場所に含まれない工事 

   

１-７ コリンズへの工事概要及び位置情報の入力 

土木工事共通仕様書１－５４「コリンズへの登録」について、位置情報及び工事概要の項目

には、特記仕様書の１－３工事箇所及び１－４工事延長の記載内容を入力することとする。 
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２. 適用する共通仕様書 

契約書第 1条に規定する「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和７年７

月版とする。 

なお、共通仕様書に記載された適用すべき諸基準については入札公告時点の最新版を適用するも

のとする。 

 

３. 監督員及び主任補助監督員の権限 

３-１ 監督員の権限 

契約書第 9条第 2項の規定に基づき監督員に委任した権限について、共通仕様書１－６－１

「監督員の権限」の規定に次を加えるものとする。 

(16)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号）   

第 12 条第 1 項の規定に基づく説明先及び同法第 18 条第 1 項の規定に基づく報告先 

 (17)特記仕様書２８－５の規定に基づき行う工事費構成内訳書の提示、実績変更対象費の  

増加費用の協議、決定、通知 

 

３-２ 主任補助監督員の権限 

共通仕様書１－６－３（２）のほか、主任補助監督員に委任した権限は以下のとおりである。 

  ・共通仕様書に規定する監督員の権限のうち次表の事項 

章 項  目 内 容 

１－２５－１ 安全対策 安全教育の提出先 

１９－３－３ 交通規制計画 交通規制工実施報告書の提出先 

１９－４－３ 交通保安要員計画 交通保安要員実施報告書の提出先 

 

４. 配置技術者に関する事項 

４-１ 配置技術者の資格 

主任技術者又は監理技術者は、次の基準を満たす技術者を専任で配置すること。 

(1) 主任（監理）技術者が、本工事に対応する建設業法の許可業種（舗装工事業）に係る資

格を有する者であること。 

(2) 監理技術者である場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者

であること。 

 

４-２ 配置技術者の工事経験 

現場代理人、主任技術者及び監理技術者のうち、いずれかの者が平成２２年度以降に元請と

して完成及び引渡しが完了した次の施工経験を有すること。 

なお、施工経験における従事役職は問わない。また、経験を有する者が現場代理人のみであ

った場合には、その者は本特記仕様書４－１(1)に示す資格を有している者でなければならな

い。（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。） 

（工事経験）  

ａ）高機能舗装（排水性舗装を含む）工事 
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４-３ 監理技術者の専任義務の緩和について 

４-３-１ 共通仕様書１－７－３（４）５）に記す特例監理技術者が兼務できる工事の工事範

囲は以下の通り。 

（対象範囲） 

トマム ICから本別 IC、本別 JCT から足寄 ICを通過する市町村（占冠村、南富良野町、

新得町、清水町、芽室町、音更町、池田町、本別町、足寄町） 

 

４-３-２ 本工事において、特例監理技術者と監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要

さなくなったときは適切に工事実績情報システム（コリンズ）への登録を行うこと。 

 

４-３-３ 本工事において、特例監理技術者と監理技術者補佐の配置を行った場合は、配置期

間において施工体制点検等の場を活用して共通仕様書１－７－３（４）８）で提出さ

れた内容の確認を行う。 

 

５. 土取場及び自工区外盛土場に関する事項 

５-１ 土取場に関する事項 

５-１-１ 位置及び面積 

土取場は、「位置図」に示す箇所とし、その名称、地先名並びに土取可能量は、下表のとおり

とする。 

名称 地先 土取可能量 摘要 

①狩勝峠土取場 上川郡新得町 約 500ｍ3 工期開始～工事期間中 

②旭ヶ丘農場盛土場 音更町宇下士幌 約 500ｍ3 工期開始～工事期間中 

５-１-２ 土取場の共同使用 

本工事施工期間中、下表に示す他の受注者と土取場を共同使用する場合があるので、関係者 

と十分協議のうえ相互に支障のないよう施工しなければならない 

番号 工事名 共同使用する受

注者名 

摘要 

②旭ヶ丘農場盛土場 道東自動車道 

長流枝スマートＩＣ工事 

前田建設工業㈱ 工期開始～工事

期間中 

５-１-３ 土取場の施工計画 

受注者は、土取場の使用に先立ち搬出時期・方法及び範囲等を記載した施工計画書を監督員

に提出しなければならない。 

 

５-１-４ 補償費等 

土取場の補償費等は、無償とする。 

 

５-１-５ 完了確認 

受注者は、土取完了後監督員に通知し、土取量及び後片付け等の確認を受けるものとする。 
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５-２ 自工区外盛土場に関する事項 

５-２-１ 自工区外盛土場の位置 

自工区外盛土場は、「位置図」に示す箇所とし、その名称、地先並びに盛土可能量は、下表

のとおりとする。 

名称 地先 盛土可能量 摘要 

① 日勝峠盛土場 上川郡清水町 地先 約 1,000ｍ3 工期開始～工事期間中※ 

② 旭ヶ丘農場盛土場 音更町宇下士幌 約 7,000ｍ3 工期開始～工事期間中※ 

   ※「率計上の項目」撤去工 工事用道路撤去Ａ及び撤去工 工事用道路撤去Ｂに使用可能な自 

工区外盛土場 

 

５-２-２ 自工区外盛土場の協同使用 

本工事施工期間中、下表に示す他の受注者と自工区外盛土場を共同使用する場合があるので、

関係者と十分協議のうえ相互に支障のないよう施工しなければならない。 

番号 工事名 共同使用する受

注者名 

摘要 

②旭ヶ丘農場盛土場 道東自動車道 

長流枝スマートＩＣ工事 

前田建設工業㈱ 工期開始～工事

期間中 

 

５-２-３ 自工区外盛土場の施工計画 

受注者は、自工区外盛土場の使用に先立ち搬出時期・方法及び範囲等を記載した施工計画書

を監督員に提出しなければならない。 

 

５-２-４ 補償費等 

自工区外盛土場の補償費等は、無償とする。 

 

５-２-５ 完了確認 

受注者は、盛土完了後監督員に通知し、盛土土量及び後片付け等の確認を受けるものとする。 

 

６. 関連施設その他との関係 

本工事に関連する主な施設及び管理者は、下表のとおりである。 

(1) 規制関係 

道路名及び位置 管理者名 摘要 

道東自動車道 

(～KP E109.4) 

北海道警察本部交通部 

高速道路交通警察隊 
交通規制 

道東自動車道 

(KP E109.4～) 

北海道警察釧路方面本部 

十勝機動警察隊 
交通規制 

(2) 道路関係 

位置 路線名等 管理者名 摘要 

STA.1126+80 付近 作業用林道 
北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 
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位置 路線名等 管理者名 摘要 

STA.1127+85 付近 林道 
北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 

ボックスカルバート 

（トマム－８） 

STA.1129+80 付近 尾田朱山作業道 
北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 

 

STA.1142+45 付近 林道 
北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 

ボックスカルバート 

（トマム－１０） 

STA.1145+50 付近 林道 
北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 

ボックスカルバート 

（トマム－１１） 

STA.1148+40 付近 町道広内西４号線 新得町  

STA.1149+60 付近 町道広内３号線 新得町  

STA.1121+90～ 

1125+40 付近 

道東自動車道（トマム

IC～十勝清水 IC 
東日本高速道路㈱ 

軽量盛土工施工

部 

STA.1232+78 付近 国道 274 号 北海道開発局  

STA.382+00 付近 
北海道道498号長流枝

内木野停車場線 
北海道 

 

STA.375+00 付近 町道 長流枝温泉線 音更町  

STA.377+20 付近 
一級河川 長流枝内

川 左岸管理用道路 
北海道 

 

STA.382+18 付近 認定外道路 音更町 
ボックスカルバート 

（音更－１８） 

STA.385+91 付近 認定外道路 音更町 
ボックスカルバート 

（音更－１９） 

STA.228+61～ 

504+87 付近 

道東自動車道（音更帯

広 IC～池田 IC） 
東日本高速道路㈱ 

 

(3) 河川・水路関係 

位置 路線名等 管理者名 摘要 

STA.1124+00 付近 普通河川 安田川 新得町 
アーチカルバート 

（トマム－７） 

STA.1129+40 付近 普通河川 広内川 新得町  

STA.1141+45 付近 普通河川 カツラ川 新得町 
アーチカルバート 

（トマム－９） 

STA.1143+40 付近 水路 新得町  

STA.1148+60 付近 普通河川  

ペンケオタソイ川 

新得町 

北海道帯広建設管理部 

砂防指定地 

STA.376+60 付近 一級河川 

長流枝内川 
北海道 長流枝内川橋 

STA.379+38 付近 水路 音更町  

STA.382+18 付近 
普通河川 

ポン川左１号川 音更町 
ボックスカルバート 

（音更－１８） 
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位置 路線名等 管理者名 摘要 

STA.385+91 付近 
普通河川 

ポン川左２号川  
ボックスカルバート 

（音更－１９） 

STA.389+5.2 付近 水路 音更町  

(4) 電力・通信施設関係 

位置 路線名等 管理者名 摘要 

STA.1221+70 付近 配電線 北海道電力㈱  

STA.374+00～ 

384+00 付近 
配電線 北海道電力㈱ 

 

STA.374+00～ 

384+00 付近 
通信線 東日本電信電話㈱ 

 

STA.1146+30 付近 気象観測局 東日本高速道路㈱ 上物撤去移設 

道東自動車道（トマ

ム IC～本別 IC、本別

JCT～足寄 IC） 

光通信ケーブル 

メタル通信ケーブル 

電源ケーブル 

ＫＤＤＩ㈱ 

東日本高速道路㈱ 

橋梁地覆埋設 

橋梁添架 

路肩部埋設 

上記(1)項の高速道路の交通規制に必要な協議については、原則として発注者が行うものと

する。 

上記(4)項の摘要欄に記載の撤去移設（仮移設を含む）は監督員又は各施設の管理者が行う。

ただし、受注者の施工上の理由から再移設を行う場合は、受注者の負担で行うものとする。 

なお、この場合、事前に再移設計画を監督員宛に提出し、確認を得るものとする。 

(5) その他 

受注者は、上記以外の本工事に関係する施設等を発見したときは、監督員に通知し、監督員

の指示に従わなければならない。 

 

７. 作業日及び作業期間に関する事項 

７-１ 冬期休止期間 

共通仕様書１－１３「作業日」の規定による他、下記に示す期間は冬期休止期間として、現

場の作業を行ってはならない。 

やむを得ず現場の作業を行う必要がある場合、受注者は作業理由とその施工計画書を監督員

に提出し、確認を得なければならない。監督員は提出された冬期休止期間作業確認願の内容を

確認後、その結果を書面にて通知するものとする。 

なお、受注者の事由により冬期休止期間中に現場の作業を行った場合の増加費用については、

すべて受注者の負担とし別途支払は行わないものとするが、監督員が冬期休止期間中の現場の

作業を指示した場合の費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

冬期休止期間（工期内） 区間 

11 月 16 日～翌年 4月 30 日 
道東自動車道 

トマムＩＣ～音更帯広ＩＣ 

11 月 16 日～翌年 4月 15 日 

道東自動車道 

音更帯広ＩＣ～本別ＩＣ 

本別ＪＣＴ～足寄ＩＣ 
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７-２ 作業期間 

共通仕様書１－１３の規定による他、下表に示す期間は作業を行ってはならない。やむを得

ず作業を行う必要がある場合は、受注者は理由を付した書面を監督員に提出し、確認を得なけ

ればならない。  

期間（予定） 区間 摘要 

令和 8年 4月下旬～ 

令和 8年 5月上旬の 14日間 

道東自動車道 

トマムＩＣ～本別ＩＣ 

 本別ＪＣＴ～足寄ＩＣ 

交通規制を伴う作業 

令和 8年 8月上旬～ 

令和 8年 8月下旬の 14日間 

令和 9年 4月下旬～ 

令和 9年 5月上旬の 14日間 

令和 9年 8月上旬～ 

令和 9年 8月下旬の 14日間 

令和 10 年 4 月上旬～ 

令和 10 年 5 月下旬の 14日間 

令和 10 年 8 月上旬～ 

令和 10 年 8 月下旬の 14日間 

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示する

ものとする。 

 

７-３ 夜間作業 

単価表の項目にて夜間作業と指定した項目に関連する作業については、共通仕様書１－１３

の規定にかかわらず夜間作業を行うことができるものとする。 

 

７-４ 連続車線規制内作業 

率計上の項目にて連続車線規制内作業と指定した項目に関連する作業については、共通仕様

書１－１３の規定にかかわらず、連続車線規制作業を行うことができるものとする。ただし、連

続車線規制内において、夜間作業を行う場合については、事前に監督員の確認を得るものとする。

なお、受注者の責によらない理由により夜間作業に変更となった場合は監督員の指示に従うも

のとし、これに要する費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする. 

 

７-５ 通行止め等による工事予定 

通行止め等による工事の予定時期は下表に示すとおりとするが、詳細な日程、区間及び時間

帯等については、通行止実施工事を含め関係機関と協議中であるため、協議完了後に別途監督

員が指示するものとする。 

なお、受注者の責によらない理由により予定日数が変更となった場合は監督員の指示に従う

ものとし、これに要する費用は、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 
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(1) 通行止め予定 

 

７-６ 交通規制可能時間 

下表に示す項目の施工に伴う交通規制可能時間は表中に示す時間内とする。 

なお、下表に示す時間内であっても交通規制による著しい渋滞の発生又は発生の恐れがある

ときは、監督員が交通規制の中止又は交通規制時間の変更を指示する場合がある。 

また、交通規制中に異常気象その他の事象により交通の危険が認められるときは、受注者は交

通規制を一時解除（工事中止）するなど適切な措置を講じるとともに、直ちに監督員に連絡する

ものとする。 

監督員の指示又は受注者の措置により請負代金の変更が必要と監督員が認めるときは、その

費用について監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

(1) 本線部の規制 

作業等名 上下別 施工区間 交通規制可能時間帯 摘要 

連続車線規制

内作業(路面消

去工等) 

上下線 
道東自動車道 

 トマム IC～十勝清水 IC 
終日可能 

外々運用

完了後 

上記以外の作

業 
上下線 

道央自動車道 

 トマム IC～十勝清水 IC 

 音更帯広 IC～池田 IC 

終日可能 

(原則として日出～日没 

作業時間概ね 10h 程度) 

事前調査

含む 

 

道路名 区間 予定時期 交通規制時間 
予定 
日数 

通行止 
実施工事 

道
東
自
動
車
道 

占冠 IC 

～十勝清水 IC 

（上下線） 

令和 9年 5月中旬～ 

令和 9年 5月下旬 

22:00～翌 5:00 

（作業時間は 

23:00～翌 4:00） 

10 未定 

占冠 IC 

～十勝清水 IC 

（上下線） 

令和 10 年 5 月中旬 

22:00～翌 5:00 

（作業時間は 

23:00～翌 4:00） 

5 未定 

音更帯広 IC 

～池田 IC 

（上下線） 

令和 9年 4月中旬～ 

令和 9年 5月中旬 

4 月 21:00～翌 5:00 

（作業時間は 

22:00～翌 4:00） 

5 月 22:00～翌 5:00 

（作業時間は 

23:00～翌 4:00） 

16 未定 

音更帯広 IC 

～池田 IC 

（上下線） 

令和 9年 11 月上旬

～ 

令和 9年 11 月中旬 

21:00～翌 5:00 

（作業時間は 

22:00～翌 4:00） 

5 未定 

池田 IC～本別 IC 

本別 JCT～足寄 IC 

（上下線） 

令和 9年 5月中旬 

22:00～翌 5:00 

（作業時間は 

23:00～翌 4:00） 

2 未定 

池田 IC～本別 IC 

本別 JCT～足寄 IC 

（上下線） 

令和 10 年 8 月上旬 

22:00～翌 5:00 

（作業時間は 

23:00～翌 4:00） 

2 未定 
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８. 完全週休２日工事 

本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休２日を達成するよう工事を

実施する「完全週休２日工事（発注者指定方式）」である。 

 

８-１ 定義 

(1) 「完全週休２日」とは、対象期間の全ての週において、１週間に２日以上の現場閉所を  

行ったと認められる状態をいう。なお、共通仕様書１－１３「作業日」に示す期間について

は、原則、作業を行ってはならないものとする。 

(2) 「対象期間」とは、着工日から工事完成日までの期間をいう。 

(3) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を

除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態

をいう。なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日に含めるも

のとする。 

 

８-２ 履行確認（完全週休２日確保の確認方法） 

(1) 現場閉所を行うときは、工程会議等により監督員が事前に把握している場合を除き、事

前に監督員にメール等で連絡を行うものとする。 

(2) 受注者は、工事完了後に、完全週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」（様式

－２）を作成し、監督員へ提出するものとする。また、工事途中において、監督員より「取

得報告書」の作成及び提出を求められた場合は、その求めに応じるものとする。 

(3) 監督員は、受注者から提出された「取得報告書」及び共通仕様書１－１９－３「週間工

程表」に規定する工事実績等を基に、完全週休２日の取得状況を確認するものとする。なお、

１週間の定義は「着工日の曜日始まり」を基本とし、７日間に満たない週は除くものとする。 

(4) 履行確認の結果、完全週休２日以上の現場閉所が確保されなかったものは、請負代金額

を減額変更するものとする。 

 

８-３ 工期 

本工事は、共通仕様書１－１２「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工体制の

確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定し

た工事であり、発注者が示した余裕期間内（工事着手期限までの間）で、受注者が工事の始期

を任意に設定することができる。 

余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入し

ない資材等の準備を行うことができるが、現場事務所等の設置、資材の搬入、仮設工事または

測量等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行

うものとする。 

受注者は、受注者が設定した工事の始期までに、「工事打合簿」にて監督員に着工日を通知し     

た上で、工事に着手しなければならない。 

 

余裕期間（工事着手期限）：契約保証取得の日の翌日から６０日後 
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８-４ 完全週休２日工事に要する費用 

８-４-１ 補正対象項目及び補正方法 

発注者は、完全週休２日工事の積算に当たっては、「土木工事積算基準（４週８休）」におけ

る「現場閉所による４週８休以上の確保：週単位」を適用し、設計金額の算出を行うものとす

る。 

また、完全週休２日の確保を本特記仕様書８－２「履行確認（完全週休２日確保の確認方法）

（２）」による確認後、完全週休２日以上の現場閉所が確保されなかったものは、請負代金額の

うち補正分を減額変更するものとする。 

なお、減額費用の算出方法等の取扱いについては、共通仕様書１－３３－１「新単価」の規

定によるものとし、ＮＥＸＣＯの土木工事積算基準により減額費用を算出するものとする。 

 

８-４-２ 支払い 

完全週休２日工事に要する費用は、関連する単価項目に含むものとし、別途支払いは行わな

いものとする。 

 

９. カーボンニュートラル推進工事 

本工事は、カーボンニュートラルを推進するため、工事受注者が工事の施工にあたりカーボンニ

ュートラルに向けた取り組みを行うことで、インセンティブとして、しゅん功時の請負工事成績評

定（以下、「成績評定」という。）での加点評価を受けることができる工事である。 

 

９-１ 契約締結後の取り組みの提案 

受注者はカーボンニュートラルへの取り組みを提案する場合、カーボンニュートラル施工計

画書（様式－１５）に「提案内容」及び「取り組みにより削減される概算 CO2 排出量」を記載

し、監督員に提出するものとする。 

 

９-２ 評価対象となる取り組み 

   本工事において、カーボンニュートラルへの取り組みとして、成績評定において加点評価対象   

となる取り組みは、以下の（１）～（５）のすべてを満たす取り組みで監督員が認めたものとす  

る。 

(1) 本工事で行う取り組み  

(2) 次のいずれかを行う取り組み  

・CO2 排出量の削減に寄与する取り組み  

・CO2 の吸収に寄与する取り組み  

・CO2 の発生を低減して製造された資材等を活用した取り組み  

(3) 成績評定で重複して加点評価しない取り組み  

(4) 本工事において実施が確認できる取り組み  

(5) 本工事の安全や目的物の品質に影響を与えない取り組み  

なお、取り組み内容について、規模・数量・期間は問わないものとする。 
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９-３ 加点評価対象の通知 

監督員は、本特記仕様書「９－１」に基づき提出されたカーボンニュートラル施工計画書の内  

容を確認し、しゅん功時の成績評定において本特記仕様書「９－２」に示す加点評価対象となる 

提案であるのか否かを工事打合簿により受注者へ通知するものとする。  

なお、監督員が本特記仕様書「９－１」に基づく受注者の提案を評価対象と認めない場合、受 

注者はカーボンニュートラル施工計画書の再提出又は取り下げができるものとする。 

 

９-４ 履行確認 

(1) 受注者は、カーボンニュートラル施工計画書に示す取り組みの履行完了報告を共通仕

様書様式第 19,20 号の「創意工夫・社会性等に関する実施状況」及び「創意工夫・社会性等

に関する実施状況（説明資料）」により監督員に提出するものとする。 

(2) 監督員は、受注者から提出された「創意工夫・社会性等に関する実施状況」及び「創意

工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）」により確認するものとする。 

 

９-５ 費用 

   受注者が提出したカーボンニュートラル施工計画書に示す取り組みに要する費用は、受注者

の負担とする。 

 

１０. 関連工事に関する事項 

１０-１ 対象工事 

契約書第2条に規定する発注者の発注に係る第三者が施工する他の工事は下表のとおりとす

る。 

なお、下表に示す工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じる場合は、別途監督員

から指示するものとする。 

このほか、東日本高速道路㈱帯広工事事務所で行う安全協議会及び東日本高速道路㈱帯広管

理事務所で行う規制調整会議に出席し、当該工事の規制に関連する工事の受注者と調整するこ

ととする。 

工事名 主な関連事項 予定工期 施行主体 受注者名 

帯広管内道路保全工事業務 
工事区間の重複 

交通規制 
通年 

東日本高速道

路㈱ 

㈱ﾈｸｽｺ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

北海道 

施設保全工事業務 
工事区間の重複 

交通規制 
通年 

東日本高速道

路㈱ 

㈱ﾈｸｽｺ･ｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ北海道 

施設保全管理業務 
工事区間の重複 

交通規制 
通年 

東日本高速道

路㈱ 

㈱ﾈｸｽｺ･ｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ北海道 

㈱ﾈｸｽｺ東日本ｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

管理施設保全工事 
工事区間の重複 

交通規制 
通年 

東日本高速道

路㈱ 

㈱ﾈｸｽｺ東日本ｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

道東自動車道 

広内川橋（鋼上部工）工事 
工事区間の重複 

令和 4 年 5 月 12 日

～ 

令和 8 年 2 月 19 日 

東日本高速道

路㈱ 
㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ 

道東自動車道 

ﾍﾟﾝｹｵﾀｿｲ川橋(PC 上部工)工事 
工事区間の重複 

令和 4 年 3 月 15 日

～ 

令和 8 年 9 月 19 日 

東日本高速道

路㈱ 

三井住友建設

㈱ 
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工事名 主な関連事項 予定工期 施行主体 受注者名 

道東自動車道 

清水地区舗装工事 
工事区間の重複 

令和 6 年 5 月 8 日

～ 

令和 8 年 9 月 24 日 

東日本高速道

路㈱ 
日本道路㈱ 

道東自動車道 

長流枝スマートＩＣ工事 

工事区間の重複 

交通規制 

令和 6 年 6 月 21 日

～ 

令和10年9月27日 

東日本高速道

路㈱ 

前田建設工業

㈱ 

道東自動車道 

トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ間

電気設備工事 

工事区間の重複 

交通規制 

令和6年10月22日

～ 

令和 8 年 9 月 11 日 

東日本高速道

路㈱ 
㈱関電工 

道東自動車道 

帯広管内舗装補修工事 

工事区間の重複 

交通規制 
未定 

東日本高速道

路㈱ 
未定 

道東自動車道 

新得ＰＡ工事 

工事区間の重複 

交通規制 
未定 

東日本高速道

路㈱ 
未定 

道東自動車道 

本別地区附帯工工事 
工事区間の重複 未定 

東日本高速道

路㈱ 
未定 

道東自動車道 

広内トンネル照明設備工事 
工事区間の重複 未定 

東日本高速道

路㈱ 
未定 

道東自動車道 

トンネル非常用設備更新工事 
工事区間の重複 未定 

東日本高速道

路㈱ 
未定 

北海道支社管内 

 通信線路工事 
工事区間の重複 未定 

東日本高速道

路㈱ 
未定 

 

１０-２ 夜間通行止めにおける留意事項 

夜間通行止めにおける作業は、同一規制内で作業となるため、近接箇所での作業、工事用車

両の通行等について、上記に示す工事関係者と事前に綿密な調整を行い、安全に留意し作業し

なければならない。 

 

１０-３ 工事着手可能時期 

契約書第 2 条に規定する発注者の発注に係る第三者が施工する工事区間の工事着手可能時

期は、下表のとおりとする。 

工事名 施工箇所 着手可能時期 受注者名 

道東自動車道 

ペンケオタソイ川橋(Ｐ

Ｃ上部工)工事 

ペンケオタソイ川橋 

Ａ２橋台の背面施工ヤード 
令和 8 年 7 月 

三井住友建

設㈱ 

ペンケオタソイ川橋 

Ａ１橋台の背面施工ヤード 
令和 8 年 10 月 

ペンケオタソイ川橋  

橋面及び壁高欄 
令和 8 年 12 月 

道東自動車道 

長流枝スマートＩＣ工事 

迂回路（Ｂランプ部） 令和 8 年 7 月下旬 

前田建設工

業㈱ 

迂回路（Ａランプ部） 令和 8 年 8 月上旬 

長流枝スマート IC 橋（仮称） 令和 9 年 5 月中旬 

長流枝スマート IC Ｃ・Ｄランプ 令和 10 年 5 月上旬 

長流枝スマート IC Ａ・Ｂランプ 令和 10 年 7 月下旬 
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１１. 工事費構成内訳書に関する事項 

工事費構成内訳書の提出について、契約書第 3条第 1項に規定する「設計図書に基づく工事費構

成内訳書」は、様式－３（別添）のとおりとする。 

なお、提出は共通仕様書１－１９－１で規定する工程表と合わせて提出するものとする。 

また、工事費構成内訳書の提出は、当初契約締結時とし、契約変更時の提出は要しないものとす

る。 

 

１２. 工程表及び履行報告に関する事項 

共通仕様書１－１９－１「工程表の提出」及び１－１９－２「履行報告」に規定する工程表（様

式－４）の記入方法は下記のとおりとする。 

(1) 共通仕様書１－１９－１に規定する工程表 

1）準備・跡片付けは、工程のみを棒グラフで記入する。 

2）準備・跡片付け以外の項目は、工程を棒グラフで記入し、棒グラフの上段に各月ごとに累

計計画出来高（％）を記入する。 

3）右側摘要部分の目盛に従い計画出来高累計折線を記入する。 

4）工程表に示す項目は下表のとおりとする。 

工程表の項目 単価表の項目 

土工 盛土工、客土工 

用排水構造物工 用排水溝、用排水管、集水ます 

舗装工 路盤準備工、粒状路盤工、アスファルト混合物、セメントコンク

リート舗装版工、目地工、床版防水工、瀝青材散布工 

迂回路工 迂回路工 

交通安全施設工 防護柵、仮設防護柵工、衝突緩衝対策工 

交通管理施設工 基礎ぐい、標識柱、標識板、路面標示工、注意喚起溝工、視線誘

導標、距離標、土工部管路工、管路附帯工、ハンドホール工、非

常電話基礎工、サインサポート工 

雑工 上記以外の合計 

(2) 共通仕様書１－１９－２に規定する履行報告 

上記工程表に下記の事項を記入し報告するものとする。 

1) 棒グラフの下段に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を（ ）で記入する。 

2) 計画出来高累計折線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。 

3) 当月までの延べ労働時間について月毎、年毎、累計について記入する。 

 

１３. 工事用道路に関する事項 

１３-１ 工事用道路の指定 

共通仕様書１－２２－１「工事用道路の指定」の規定に基づき指定する工事用道路は、「位置

図」に示すとおりとし、その路線名、区間、幅員及び延長等は、下表のとおりとする。 



－14－ 

番号 路線名又は場所 幅員 延長 路面 用地 

使用

開始

時期 

施工者 備考 

① 道道夕張新得線 8ｍ 約 2,700ｍ 舗装 無償 － － 既設 

② 町道新得 7 号線 5ｍ 約 2,200ｍ 砂利 

一部舗装 

無償 － － 既設 

③ 尾田朱山作業道 4ｍ 約 600ｍ 砂利 無償 － － 既設 

④ 町道新得西 7 号線 5ｍ 約 1,500ｍ 砂利 無償 － － 既設 

⑤ 町道新得 8 号分線 5ｍ 約 1,300ｍ 砂利 無償 － － 既設 

⑥ 町道広内 2 号線 5ｍ 約 1,200ｍ 砂利 無償 － － 既設 

⑦ 現場内工事用道路（ﾍﾟﾝｹｵﾀｿｲ川

橋 A2 側） 

6ｍ～

10ｍ 

約 190ｍ 舗装 無償 － － 既設 

⑧ 北海道道 498 号 長流枝内木野

停車場線 

7ｍ～

8.5ｍ 

約 1,400ｍ 舗装 無償 － － 既設 

⑨ 町道 長流枝温泉 7.5ｍ 約 900ｍ 舗装 無償 ― ― 既設 

⑩ 一級河川 長流枝内川  

左岸管理用道路 
3.0ｍ 約 470ｍ 砂利 無償 ― ― 既設 

⑪ 長流枝工事用道路 6.0ｍ 約 700ｍ 砂利 無償 ― ― 既設 

 

１３-２ 工事用道路の共同使用 

本特記仕様書１３－１に示す工事用道路のうち、共通仕様書１－２２－５「工事用道路等の共

同使用」に規定する工事は、下表のとおりとする。 

番号 共同使用する工事名 受注者 

①②④⑤ 道東自動車道 ﾍﾟﾝｹｵﾀｿｲ川橋(PC 上部工)工事 三井住友建設㈱ 

⑧～⑪ 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ工事 前田建設工業㈱ 

①～⑪ 道東自動車道 広内トンネル照明設備工事 未定 

①～⑪ 道東自動車道 トンネル非常用設備更新工事 未定 

①～⑪ 道東自動車道 通信線路工事 未定 

 

１３-３ 工事用道路の維持・補修 

本特記仕様書１３－１に示す番号②④⑤の散水・清掃等の維持は、受注者が行うものとする。

これに要する費用については関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わな

いものとする。 

なお、大規模な補修の必要が生じ監督員が指示した場合は、受注者は、その指示に従わなけれ

ばならない。これに要する費用については、別途監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

   

１４. 工事用材料に関する事項 

１４-１ 盛土材等 

(1) 盛土工 Ａ１、Ａ２及びＡ３に使用する材料は、共通仕様書２－７－２「材料」及び下
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表に示す規定に適合する材料とする。 

項目 
材料の品質 

盛土工 Ａ１ 盛土工 Ａ２ 盛土工 Ａ３ 

最大寸法（ｍｍ） 100 以下 

凍結融解後のＣＢＲ 10 以上 

粒度 
切込砕石 75μｍふるい通過重量が 4.75mm 通過重量の 15％以下 

切込砂利 75μｍふるい通過重量が 4.75mm 通過重量の 9％以下 

また、上表に加え盛土工 Ａ１及びＡ２、Ａ３に使用する材料は、NEXCO 試験法の「土の凍

上試験（試験法 112）」と「JGS0172-2009 凍上性判定のための土の凍上試験方法」の両方を実

施し、その試験結果が NEXCO 試験法においては凍結様式１で凍上率 5%未満かつ、JGS 試験法の

結果で凍上速度 0.1mm/h 未満の非凍上性の材料とする。 

なお、これらの試験に要する費用は関連する単価項目に含むものとし、別途支払いは行わな

いものとする。 

１４-２ レディーミクストコンクリート 

コンクリート施工管理要領「３－７表３－１０」に示すアルカリシリカ反応性、「３－９表３

－１５」に示すフレッシュコンクリート及び「３－１０表３－１６」に示す硬化コンクリート

の各試験を生産者等に代行させる場合は、受注者がその試験に立ち会わなければならない。 

また、コンクリート施工管理要領「３－７表３－１０」に示すアルカリシリカ反応性の試験

において、基準試験時（基準試験を省略できる場合は、第一回目の定期管理試験時）には、当

該試験の粗骨材及び細骨材の試験試料の採取に必ず受注者が立会い、受注者は、その試料と同

じ材料を同量、工事期間中保管するものとする。 

なお、東日本高速道路㈱がレディーミクストコンクリートの品質を確認するための抜取試

験を行う場合は、試料採取等に協力しなければならない。 

１５. 支給材及び貸与品に関する事項 

１５-１ 貸与品 

契約書第１５条第１項に基づく貸与品は、下表のとおりとし、設計図書に定められた使用目

的以外に貸与品を使用してはならない。 

品名 
品質 

（規格） 
数量 

引渡し場所及び

引渡し時期 
貸与期間 

交通規制標識類 規制・警戒標識 
１式 

(３規制分) 

帯広管理事務所 

必要の都度 

工事期間中 

(冬季休止期間は除く) 

仮設防護柵Ａ 

（Ｈ形鋼置式） 

ガードレール：Ａ種 

基台：Ｈ形鋼 
2,756ｍ 

むかわ穂別IC資

材置場 

令和 8 年 5 月以

降 

工事期間中 

仮設防護柵Ｂ 

（コンクリート製） 

ガードレール：Ａ種 

基台：コンクリー

トブロック 

4,643ｍ 

仮設防護柵Ｃ 

（ポリエチレン製） 

基台：ポリエチレン 

赤白ブロック（ウォ

ーターバリケード） 

132ｍ 
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交通規制に使用する上記以外の規制材（標識車、矢印板、ラバーコーン、規制回転灯、ロボッ

ト誘導員、夜間規制用機材、その他必要な機材等）は受注者が用意するものとするが、その費用

については関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

 

１６. 残存物件の処理に関する事項 

１６-１ 発生する残存物件と引渡し方法 

本工事で発生する残存物件及び引渡し方法等は下表のとおりとする。 

なお、残存物件を引渡す場合は、残存物件調書（様式－６）を提出するとともに、その数量

の確認を受けるものとする。 

品名 規格等 単位 数量 処理方法 

用排水構造物 集水ます（グレーチング蓋） 枚 17 

発注者に引渡し 

引渡し箇所は工事施工箇

所 

 

防護柵 

ガードケーブル（ビーム、袖

ビーム、支柱含み） 
ｍ 2,117 

ガードケーブル（支柱含む） ｍ 2,401 

ガードケーブル端末 基 10 

ワイヤロープ（支柱、スリー

ブ管含む） 
ｍ 499 

ワイヤロープ端末 箇所 2 

標識柱 

標識柱Ａ１ 基 8 

標識柱Ｂ１ 基 1 

標識柱Ｄ１ 基 29 

標識柱Ｄ３ 基 7 

標識板 
反射式Ａ１ ㎡ 121 

反射式Ｂ１ ㎡ 36 

安全ブロック 安全ブロック本体 基 16 

視線誘導標 反射体 基 209 

視線誘導標 支柱 式 1 

距離標 反射体 基 37 

スノーポール 支柱 基 27 

サインサポート サインサポート本体 基 11 

車線分離標 車線分離標本体 基 476 

なお、これらに要する費用は関連項目の契約単価に含むものとし別途支払いは行わないもの

とする。 

 

１６-２ 残存物件の売却処分について 

監督員の指示により、本特記仕様書１６－１で示した残存物件について受注者による売却処

分を追加する場合がある。 

この場合は、受注者はその指示に従うものとし、残存物件の売却額については監督員と受注

者とで協議し定めるものとする。 
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１７. 保安に関する事項 

１７-１ 工事用車両の運行速度 

一般道の人家連担区域等や高速道路上における運行速度は、法定速度若しくは規制速度を遵

守するとともに、過積載の防止等法令を遵守するものとする。 

１７-２ 標識等の設置 

共通仕様書１－２５－１「安全対策」に規定する安全対策を実施するにあたっては、必要と

する箇所及び期間において、工事標示板、標識等の交通安全施設を設置するものとする。 

また、現道を掘削する場合や迂回路を設ける場合等は、堅固なバリケード、保安灯等により

交通車両及び一般通行者の転落を未然に防止する措置を講ずるものとする。 

高速道路本線上における交通規制内の路上作業関係者に対し、危険車両等の誤進入による事

故を防止するため、交通規制テーパー部に設置する矢印板においては高輝度反射式、危険車両

が接近した際の規制内作業員への警告として用いる警報機付安全旗、大音量電子ホイッスル、

交通規制内の工事箇所手前に進入車両強制停止装置等の交通安全対策施設を設置等の措置を講

じるものとする。 

なお、これらに要する費用のうち、一般道における工事標示板、標識等、堅固なバリケード、

保安灯等に要する費用については、諸経費に含まれるものとする。 

危険車両対策として実施する高輝度反射式矢印板、進入車両強制停止装置の費用は関係する

単価に含むものとし、警報機付安全旗、大音量電子ホイッスルについては諸経費に含むものと

する。 

また、安全施設について監督員が追加を指示した場合は、その指示に従わなければならない。 

なお、この場合の費用については、監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

 

１７-３ 交通規制 

(1) 交通規制は本特記仕様書２６－１３－１によるものとし、工事内容別の交通規制の種

別は下表のとおりとする。なお、道路交通法第８０条の規定に基づく協議により設計図書の

変更が生じた場合は、受注者はこれに従うものとし、これに要する費用は監督員と受注者で

協議し定めるものとする。 

率計上の項目 交通規制が必要な作業の率計上の項目 備 考 

交通規制工 

 路肩規制 Ａ 
標識工（事前調査）、仮設防護柵工等  

交通規制工 

 路肩規制 Ｂ 
標識工（事前調査）、迂回路工等  

交通規制工 

 車線規制 Ａ 
舗装工（事前調査）、標識工、路面標示工等  

交通規制工 

連続車線規制 Ａ 
仮設防護柵工 撤去工、路面消去工等  

(2) 受注者は、監督員が近接して施工を行う他工事と調整を行い、同一規制内での施工を指

示した場合、これに従うものとし、他工事の円滑な施工及び調整に協力するものとする。 
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１７-４ 交通保安要員の配置 

受注者は、本特記仕様書２６－１３－１に示すとおり、交通保安要員を配置しなければならな

い。 

 

１７-５ 工事に使用する機械 

公称質量２１ｔ以上のブルドーザを使用する場合は、ＲＯＰＳ（転倒時保護構造）を装着し

たブルドーザを使用するものとする。 

なお、これに要する費用は諸経費に含むものとし別途支払は行わないものとする。 

１７-６ 転倒防止に関する事項 

受注者は、施工基面となる地盤上に２５ｔ吊り能力以上の移動式クレーン又は、モンケンを

除く杭打機等（基礎工事用機械の車両系建設機械）を使用する場合にあっては、地盤及び地耐

力の確認方法に関する内容を含めた転倒防止対策について、施工計画書を監督員に提出するも

のとする。 

 

１７-７ 安全管理の強化 

１７-７-１ 注意喚起の方法 

発注者が提供する他工事の事故情報に基づき実施する注意喚起や現場点検にあたっては、当

該工事に状況を置き換え、点検項目を設定するなどより具体的に実施し、不備があれば速やか

に改善すること。 

 

１７-７-２ リスクアセスメント 

工事の施工内容や施工環境の変化等に応じて、適宜、リスクアセスメントを設定（見直し）

し、その結果に基づき、設計条件・施工条件・管理方法に対して必要な対策を講ずること。 

また、新たに入所する作業班への引継ぎについても、元請会社がその都度確実に実施するこ

と。 

特に、供用道路、鉄道、家屋等に近接する第三者被害を伴う災害リスクが大きい工事や高速

道路の規制を伴う工事は、事故発生の影響を考慮して適切なリスク評価を行うこと。 

 

１７-７-３ 資機材落下防止 

特に、道路・鉄道との交差又は近接箇所及び高速道路等での資機材の飛散・落下に伴う公衆

災害の防止対策について徹底すること。 

 

１７-７-４ 新規入場者教育 

新規入場者教育については、下請会社の統制、教育終了の確認、教育未了者の入場抑止手段

などに留意して、元請会社が確実に実施すること。 

 

１７-８ 現場内の安全管理 

作業計画書に基づく作業手順の徹底及び安全管理責任者による現場の管理・確認と是正指導

を徹底すること。 
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１７-９ 現場内の安全整備 

受注者は、工事現場内の安全を図るため現場内安全整備員を配置しなければならない。現場内

安全整備員は、常に腕章を着用してその所在を明らかにするとともに、警笛等の安全指示器を携

行して安全確保のための合図、後片付け及び水溜りの除去等の現場内整備を行うものとする。な

お、冬期休止期間並びに日常作業休止時においても、必要に応じ現場内の点検を行うなど常に安

全の確保に努めなければならない。現場内の安全整備に要する費用は諸経費に含むものとし別

途支払は行わないものとする。 

 

１７-１０ 第三者被害を想定した重大事故防止の取組み 

１７-１０-１ 重大事故リスクマネジメントの実施 

(1) 定義 

工事中の安全の確保については、共通仕様書で規定しているところであるが、このうち下記

に掲げる第三者への被害が想定される事故や供用中道路の通行止めや大渋滞に至る事故等（以

下「重大事故リスク」という。）について、受発注者が一体となって安全向上に努める取組みを

いう。 

定義 項目 内容（発生の恐れがある場合） 

定義① 第三者被害が想定される

事故 

○第三者の死傷事故 

○仮設材（橋梁架設ベント、仮桟橋の部材、足場等）

の倒壊・転倒 

○住宅又は道路等での近接作業による大型重機等の

転倒 

○吊足場からの足場部材・資材等の落下 

○資機材運搬時の一般道路等への落下 

○光通信ケーブル等埋設物等の損傷による影響 

○工事に起因した家屋等の倒壊 

○供用路線１０ｍ以内で施工する仮設土留工の仮設

材等の落下又は転倒 

定義② 供用中道路の通行止めや

大渋滞に至る事故 

〇橋桁、足場等の落下等による高速道路本線・交差道

路の通行止めの発生及び短時間による通行止め解放

が困難となる事で生じる大渋滞 

〇供用路線１０ｍ以内で施工する仮設土留工の仮設

材等の落下又は転倒 

 

(2) 実施手順 

実施手順は以下のとおりである。 

 施工計画書への反映 

受注者は、設計図書及び関係法令に基づき、重大事故リスクの抽出を行い、それらに対す

る安全対策について、施工計画書に記載するものとする。 

 受発注者間の協議 

発注者は、受注者から監督員に施工計画書の提出がされたときは、受発注者合同で施工計

画書に示された重大事故リスクに関して、施工計画書及び設計図書並びに現場確認を通し

て、安全対策に不足が無いか確認（以下「重大事故リスクマネジメント」という。）を行う

ものとする。 
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受注者は、協議の結果、施工計画書の修正が必要なときは修正された施工計画書を提出す

るとともに、受注者の全ての職員・作業員に対して実施すべき内容を伝達するとともに確実

に実施すること。 

 施工条件等の変更時の取扱い 

発注者及び受注者は、施工条件等が変更となった場合は、前記 1）、2)で抽出し対策を定

めた内容に変更が生じるときは改めて、前記 1)及び 2)の手順により受発注者合同で重大事

故リスクマネジメントを行うものとする。 

(3) その他 

重大事故リスクマネジメントの実施に要する費用は、諸経費に含むものとし別途支払いは行

わない。 

ただし、重大事故リスクマネジメントの結果、設計図書で示す現地条件以外に別途現地調査

や技術的な検討が必要なことが明らかとなった場合の費用は、実施方針等も含め別途受発注者

間で協議して定めるものとする。 

 

１７-１１ 光通信ケーブル等損傷事故防止対策 

１７-１１-１ 光通信ケーブル等損傷事故の防止 

受注者は、高速道路に埋設又は添架されている光通信ケーブル等管路（以下、「光ケーブル

等」という。）の損傷事故を防止するために光ケーブル等との近接箇所の工事の施工にあたっ

ては、「光通信ケーブル等損傷事故防止マニュアル（令和３年７月）」（以下、「光通信マニュア

ル」という。）に基づき、万全の措置を講じなければならない。 

 

１７-１１-２ 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者 

(1) 受注者は、高速道路に埋設されている光ケーブル等の損傷事故を防止するため、工事の

計画、現場指導等の強化を実施する専任の光通信ケーブル等損傷事故防止監理者を定め、監

督員に通知しなければならない。 

(2) 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、光通信マニュアルの内容を十分理解し、光ケ

ーブル等の損傷事故防止に関して万全の措置を講じられるよう作業員に安全教育の徹底を

図り、指導及び監督を行うものとする。 

また、試掘時及び近接工事作業時に現場に立会い、事故防止に関する指導、監督を行わな

ければならない。 

(3) 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、現場代理人、主任（監理）技術者及び専門技

術者と兼ねることができるものとする。 

 

１７-１１-３ 光通信ケーブル等損傷事故防止対策に要する費用 

光通信ケーブル等損傷事故防止対策に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払は行わ

ないものとする。 

ただし、監督員が埋設物に対する試掘等の調査を指示した場合はこれに従うものとし、これ

らに要する費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 
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１７-１２ 保安に関する費用 

本特記仕様書１７－４、５、６、７、８、９、１０、１１に要する費用は諸経費に含むもの

とし、別途支払いは行わないものとする。 

 

１８. 環境保全に関する事項 

１８-１ 自然林の保全 

事業用地内の施工箇所の自然林については、工事によってむやみに伐採しないよう仮設計画

等の施工計画段階で十分な検討を行い、周辺環境の保全に努めなければならない。 

また、工事の施工に支障となる立木がある場合は、監督員に報告しその指示に従うものとし、

これに要する費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

１８-２ 砂塵等の防止 

受注者は、工事用機械、車両の走行による砂塵等の被害を第三者に及ぼさないよう善良な管

理を行うものとする。 

１８-３ 高速道路の環境美化 

受注者は、工事の施工に伴う交通規制の実施にあたり、その規制区間内のゴミ等を除去する

等、高速道路の環境美化に努めなければならない。 

１８-４ 騒音等に関する配慮 

受注者は、施工に伴う工事用機械及び車両の騒音対策について、近隣の地域住民へ十分な配

慮を講じて施工を行わなければならない。 

１８-５ 環境保全に関する費用 

環境保全に関する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わな

いものとする。 

 

１９. 再生資源及び建設副産物に関する事項 

１９-１ 再生材の使用 

(1) 再生資材は、下表に示す単価表の項目の単価を構成する材料に使用するものとする。 

単価表の項目 再生資材の種類 数量 適用指針等 

１６－（２） 

標識基礎工 

再生クラッシャー

ラン 
約 3 ㎥  

１６－（１４） 

ハンドホール工 

再生クラッシャー

ラン 
約 8 ㎥  

１６－（１５） 

非常電話基礎工 

再生クラッシャー

ラン 
約 1 ㎥  

(2) 再受注者は前項(1)に示す建設発生土以外の再生資材の施工にあたっては、その都度、

再資源化施設に品質及び供給可能量の照会（様式－７）を行うものとする。なお、照会にあ

たっては、次の手順で再資源化施設等を選定するものとする。 

ｲ) 再生骨材等にあっては、当該工事現場から概ね４０ｋｍの範囲内の再資源化施設とする。  

ﾛ) 上記範囲内に複数の再資源化施設等がある場合は、運搬距離の近い順に品質証明ができ 

る３施設程度とする。 

(3) 受注者は前項(1)に示す再生クラッシャーランについて、使用用途に応じた品質が満足
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されない場合は監督員へ報告しなければならない。この場合において監督員が必要あると認

めて材料の変更等を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用

については、監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

 

１９-２ 建設副産物の活用等 

(1) 共通仕様書１－２８の規定に基づき指定する建設副産物の取扱いは、以下のとおりと

する。 

建設副産物 発生場所 数量 活用方法等 

コンクリート塊 ・構造物取壊し工施工箇所 － 
再生資源化施設へ搬出

（有償） 

アスファルト・コンクリー

ト塊 
・舗装取壊し箇所 － 

再生資源化施設へ搬出

（有償） 

(2) 再資源化（最終処分）をする施設の名称及び所在地 

建設副産物 施設の名称 所在地 受入条件 

コンクリート塊 

（無筋） 
大心技研工業㈱ 清水町 

受入時間：7：45～16：45 

平日・祝日（1辺 30 ㎝以下のもの） 

第 2、4 土曜日、日曜日不可 

コンクリート塊 

（有筋） 
大心技研工業㈱ 清水町 

受入時間：7：45～16：45 

平日・祝日（1辺 30 ㎝以下のもの） 

第 2、4 土曜日、日曜日不可 

 

建設副産物 施設の名称 所在地 受入条件 

アスファルト・コンクリー

ト塊 
大心技研工業㈱ 清水町 

受入時間：7：45～16：45 

平日・祝日（1辺 30 ㎝以下のもの） 

第 2、4 土曜日、日曜日不可 

アスファルト・コンクリー

ト塊 
道東興業㈱ 帯広市 

受入時間：22：00～翌 5：00 

平日・祝日（1辺 30 ㎝以下のもの） 

第 2、4 土曜日、日曜日不可 

記載している事項については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、  

受注者が提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量  

の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 

 

２０. 補完検査に関する事項 

２０-１ 補完検査 

補完検査とは、しゅん功検査（一部しゅん功検査を含む。以下、この項において「しゅん功

検査等」という。）を実施しようとする時期に、現地気象条件等により工事目的物の検査（以

下、この項において「現地検査」という。）の実施に支障等が生じることが予想される場合に、

しゅん功検査等に先立ち現地検査を行うものをいう。 

 

２０-２ 補完検査の実施 

補完検査は、現地気象条件等により現地検査の実施に支障等が生じることが予想され、しゅ

ん功検査の場合にあっては、共通仕様書１－４５－２（１）及び（２）、一部しゅん功検査の場

合にあっては共通仕様書１－４６－２（１）及び（２）の条件を満たすと監督員が判断し、補
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完検査の実施について、監督員から受注者に対して協議を行い、受注者が同意した場合に実施

できるものとする。 

 

２０-３ 検査日及び検査員名の通知 

監督員は、補完検査の実施について受注者の同意が得られた場合は、補完検査に先立って受注

者に対して、検査日及び検査員名を通知するものとする。 

この場合において、受注者は、検査に必要な書類、資料及び写真等を整備するとともに、必要

な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。 

 

２０-４ 補完検査の内容 

検査員は、監督員及び受注者の立会いの上、工事目的物を対象として契約書類と対比し、工

事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえのうち現地にて確認すべき

事項の検査を行う。 

 

２０-５ 設計図書どおり工事が完成していない場合の取扱い 

(1) 修補の指示 

検査員は、修補の必要があると認めた場合は、受注者に対して、工期末の日（一部しゅん

功検査の場合は指定部分の引渡し時期）を期限として、修補の指示を行うことができるもの

とする。 

ただし、受注者がその指示に異議を申し出た場合はこの限りではない。 

(2) 修補の完了の確認 

検査員が、修補の指示をした場合において、修補の完了の現地確認は監督員が行うものと

し、しゅん功検査時にしゅん功検査員に報告の上確認を受けるものとする。 

(3) 修補が完了しない場合 

検査員が指示した期限の日までに修補が完了しなかった場合には、受注者はしゅん功届又

は一部しゅん功届を提出してはならない。この場合、受注者は修補の完了後、監督員に現地

確認を受けた後に、しゅん功届又は一部しゅん功届を提出するものとする。 

 

２０-６ 補完検査を実施した場合のしゅん功検査 

２０-６-１ 工事しゅん功届、工事一部しゅん功届提出の要件 

補完検査を実施した場合は、共通仕様書１－４５－２、１－４６－２に規定する満たすべき

要件に下記を追加する。 

   ・補完検査において修補の指示を受けた場合は、その修補が完了していること。 

 

２０-６-２ しゅん功検査の内容 

補完検査を実施した場合は、修補の完了確認等特別な事情がない限り現地検査は行わず、書

面にて共通仕様書１－４５－４、１－４６－４に規定する検査を行うものとする。 
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２１. 部分使用に関する事項 

２１-１ 部分引渡し 

契約書第３９条の規定に基づく「指定部分」及びその引渡し時期は下表のとおりとする。 

指定部分 引渡し時期 

新得地区 

STA.1119+60.00～1157+25.00（本線部） 
令和 10 年 10 月上旬 

長流枝地区 

長流枝スマートＩＣ 
令和 10 年 11 月上旬 

 

２１-２ 工事の部分使用 

共通仕様書１－４９－１の規定に基づき、部分使用する箇所及びその使用開始時期は、以下

のとおりとする。 

箇  所 使用開始時期 使用理由 

STA.1119+60.00～1157+25.00（下り線） 

※管路工のみ 
令和 9年 7月中旬 施設工事施工のため 

STA.1119+60.00～1157+25.00（下り線） 

走行車線 
令和 10 年 5 月中旬 一般の用に供するため 

STA.1119+60.00～1157+25.00（上下線） 

追越車線 
令和 10 年 8 月下旬 一般の用に供するため 

STA.378+00.00～389+35.00（上下線） 

迂回路 
令和 9年 5月中旬 一般の用に供するため 

なお、供用中の高速道路において工事目的物を一般の用に供する場合は、部分使用に先立ち以

下のとおり検査を実施するものとする。 

(1) 部分使用検査 

出来形等に関する工事施工立会い（検査）願に基づく検査を兼ねるものとする。 

(2) 検査実施日時 

出来形等に関する工事施工立会い（検査）願に記載の日時とする。 

(3) 検査対象工事目的物 

出来形等に関する工事施工立会い（検査）願に記載の工事目的物とする。 

(4) 検査を実施する者 

別途通知する監督員、副監督員、主任補助監督員、補助監督員のいずれかの者。 

 

２２. 現場環境改善に関する事項 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環

境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び

現場周辺の美装化に努めるものとする。 

実施する内容については以下のとおりとし、共通仕様書１－２０－１「施工計画書の提出」に

規定する施工計画書に具体的な実施方法を記載するものとする。本件に関する費用については、

諸経費に含むものとし、別途支払いは行わない。 
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なお、本件に関する取り組みについては、本特記仕様書９に示すカーボンニュートラル推進  

工事の取り組みとしては認めない。 

計上費用 実施する内容（率計上分） 

現場環境改善 

（仮設備関係） 
緑化・花壇 

現場環境改善 

（営繕関係） 
現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

現場環境改善 

（安全関係） 

工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

盗難防止対策（警報機等） 

地方連携 社会貢献 

 

２３. 道路構造物点検の実施 

受注者は、「保全点検要領 構造物編（令和６年４月）」（以下「点検要領」という。）及び監督

員の指示に従って初期点検を行い、点検カルテ等必要な調書を作成し監督員へ提出しなければな

らない。 

 

２３-１ 点検の対象 

共通仕様書１－１７－３「初期点検」に規定する初期点検の対象構造物は、点検要領 第１編 

第４章 「点検の対象構造物」に基づき、橋梁（伸縮装置）とする。 

 

２３-２ 点検方法 

点検は、点検要領 第２編 第１章「初期点検」に基づき行うものとする。 

 

２３-３ 点検結果の記録 

点検の結果は、点検要領 第４編 第１章「点検の記録及び報告」に基づき行うものの他、補

修記録、その他監督員が指示する項目など品質の履歴として、引き継ぐ必要のある特記事項を

作成・整理し、外観検査の記録として監督員に提出するものとする。 

 

２３-４ 点検に関する費用 

点検の実施に要する費用は諸経費に含まれるものとし、別途支払は行わないものとする。 

 

２４. 三者協議会に関する事項 

２４-１ 三者協議会の開催の予定 

本工事においては、監督員が受注者及び本工事における次の設計等を実施し成果を納品した

者（以下「設計者」という。）と協同して、設計等の理念及び意図に関わる理解を深め、適切な

工事目的物の完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として、「本工事の

品質確保を推進する設計施工協同連絡会議（以下「三者協議会」という。）」を開催することを

予定している。 

(1)舗装設計に関すること 
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２４-２ 三者協議会協定書の締結 

監督員が前項の工事に係る三者協議会の参加の同意を設計者から得た場合は、受注者は、本

特記仕様書別添－１に示す「〇〇自動車道 〇〇工事 三者協議会協定書（案）」に基づく、協

定書を締結しなければならない。 

 

２４-３ 三者協議会の開催の決定等 

監督員は、協定書の締結後、協定書の条項に基づき、必要の都度、三者協議会の開催を決定

するものとする。 

受注者は、三者協議会の開催について発注者に協力するとともに、三者協議会による十分な

成果を得るための取組みを行うものとする。 

 

２４-４ 三者協議会の開催に要する費用 

監督員は、三者協議会の開催に要する費用のうち、会議運営に要する費用及び設計者の三者

協議会への出席に要する費用を負担するものとする。 

なお、受注者の三者協議会への参加は、共通仕様書１－５「設計図書の貸与、照査及び使用

制限」及び１－１７「技術業務」の業務範囲とし、出席に要する費用は受注者の負担とする。 

 

２５. 工事変更等検討会の設置 

本工事は、工事の変更手続きの透明性及び公正性の向上や適正な工期確保を目的に、発注者と

受注者が一堂に会して、工事の変更等の妥当性の審議及び工事工程クリティカルパス等の共有な

らびにこれらに伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「工事変更等検討会」の試行対

象工事である。 

「工事変更等検討会」の運用にあたっては、契約締結後、監督員より別途通知するものとする。 

 

２６. 工事細部に関する事項 

２６-１ 施工計画書 

共通仕様書１－２０－１「施工計画書の提出」に次を追加する。 

光通信ケーブル等損傷事故防止の対策 

 

２６-２ 施工時間帯による単価表の表記区分 

単価表の項目末尾名称に、施工時間帯に応じて下表に示す区分表記を行うものとする。 

施工時間 単価表の項目末尾の表記 摘 要 

夜間作業 （Ｙ） 本特記仕様書７－３示す作業をいう 

昼間作業 無表記  
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２６-３ 土工 

２６-３-１ 盛土工 

(1) 共通仕様書２－７－１に規定する盛土工の作業内容は以下のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

盛土工 Ａ１ 本特記仕様書１４－１に規定する材料を使用し、本線中央分離

帯等のコンクリートシールの基礎部を施工するもの 

盛土工 Ａ２ 本特記仕様書１４－１に規定する材料を使用し、本線土工部の

上部路床を施工するもの 

盛土工 Ａ３ 本特記仕様書１４－１に規定する材料を使用し、本線トンネル

部の上部路床を施工するもの 

※盛土工 Ａ１、Ａ２、Ａ３の積算上の土質区分は「土砂Ｆ」相当とする。 

(2) モデル施工 

 盛土工Ａ１、Ａ２については、共通仕様書２－７－４「モデル施工」は、その適用を除外

する。 

(3) 支 払 

盛土工Ａ１、Ａ２、Ａ３の支払いは、共通仕様書２－７－８「支払」の盛土工Ａの規定を

適用するものとする。 

共通仕様書２－７－８「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

２－（５）    盛土工  

    盛土工 Ａ１ ｍ3 

     盛土工 Ａ２ ｍ3 

 盛土工 Ａ３ ｍ3 

 

２６-３-２ 客土工 

(1) 定 義 

客土工とは、本線保護路肩部の整形を目的に客土するものをいう。 

(2) 種 別 

客土工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 作業内容 

Ａ 

本特記仕様書５-１-１に示す「①狩勝峠土取場」の土砂を使用す

る。①狩勝峠土取場における土砂の掘削、積込、本線保護路肩部へ

の運搬、敷均し、締固め、整形、含水量の調節 

Ｂ 

本特記仕様書５-１-１に示す「②旭ヶ丘農場盛土場」の土砂を使用

する。②旭ヶ丘農場盛土場における土砂の掘削、積込、本線保護路

肩部への運搬、敷均し、締固め、整形、含水量の調節 

※客土工の積算上の土質区分は「土砂Ｂ」相当とする。 

(3) 施 工 

客土工の施工は、材料を敷均し後、排水勾配に留意し設計図書に示す所定の形状に仕上げ
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るものとする。 

(4) 数量の検測 

客土工の数量の検測は、盛土の設計数量（ｍ3）で行うものとする。 

(5) 支 払 

客土工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１当たりの契約単価で行

うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う客土材の掘削、

積込み、運搬、敷均し、締固め、整形等客土工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事

を完成させるために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとす

る。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１）    客土工  

    Ａ ｍ3 

     Ｂ ｍ3 

 

２６-４ のり面工 

２６-４-１ 張芝工 

(1) 材 料 

張芝工に使用する目串は、造園施工管理要領２－９－１（２）の規定によるほか、木串に

よることができるものとし、使用にあたっては監督員の確認を得るものとする。 

(2) 施 工 

張芝工において、ロール芝の施工は造園施工管理要領２－９－２の規定に係わらず、芝片

の長手をのり面に対して水平方向にべた張りするものとする。     

 

２６-５ 用排水溝造物工  

２６-５-１ 材 料 

用排水構造物に使用するコンクリートの材料は、共通仕様書５-４-１「材料」による他、

現場打ちコンクリート排水構造物に使用するコンクリートの最大水セメント比は、55％以下

とする。 

２６-５-２ 用排水溝 

(1) 種 別 

用排水溝の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 設計図での表示 区分内容 

(GL2)･a･b  Ds-U^(GL2)-a-b 
蓋（ボルト固定式グレーチング T-25）付現

場打ちコンクリート側溝 

(2) 支 払 

共通仕様書５－４－５「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

５－（１）    用排水溝  

    （ＧＬ２）・ａ・ｂ ｍ 
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２６-５-３ 用排水管 

(1) 種 別 

用排水管の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 設計図での表示 区分内容 

P(Po-B)φD P(Po-B）φD 
用排水構造物管に高密度ポリエチレン管（内

面平滑）の無孔管を設置するもの 

(2) 材 料 

用排水管に使用する排水管（無孔管）は、「土工施工管理要領 Ⅶ.用排水構造物工」４－

２－１に適合しなければならない。 

なお、「土工施工管理要領 Ⅶ.用排水構造物工４－２－１」表４－２における水密性試   

験については、口径 400 ㎜未満は対象から除外する。 

(3) 支 払 

共通仕様書５－４－５「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

５－（２）    用排水管  

    Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）φＤ ｍ 

 

２６-５-４ 集水ます 

(1) 種 別 

共通仕様書５－４－２（４）に規定する集水ますの種別に、下表を追加する。 

 

単価表の項目 設計図の表示 
標準コンクリート量 

（ｍ3） 
摘要 

Ｔｙｐｅ Ｇ－１ 
Dc^-S-As 

Dc^-S-As（A） 

Dc^-S-As(40) 

Dc^-S-As(53) 

Dc^-S-PCC 

Dc^-S-St-φ0.20（T) 

Dc^-S-St-φ0.30 

Dc^-S-U(40) 

Dc^-S-U(53) 

0.13～0.28 

 

Ｔｙｐｅ Ｇ－２ 
Dc^-S-Pu(1)～(3) 

Dc^-S-PuL(40) 

Dc^-S-PuL(S40) 

Dc^-S-PuL(53) 

0.32～0.44 
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単価表の項目 設計図の表示 
標準コンクリート量 

（ｍ3） 
摘要 

Ｔｙｐｅ Ｇ－３ Dc^-S-RG(1)～(2) 

Dc^-S-RG(C35) 

Dc^-S-RG(C40) 

Dc^-S-RG(M53) 

Dc^-S-RG(SM35) 

0.14～0.31 

 

Ｔｙｐｅ Ｇ－４ Dc^-RG(Sw) 

Dc^-RGU(Sw) 

Dc^-S(Sw)（A） 

Dc^-S-Pu(Sw) 

0.29～0.56 

 

Ｔｙｐｅ Ｇ－５ 
Dc^-RGPuL(Sw) 0.41 

 

Ｔｙｐｅ Ｉ－１ Dc^-M-RG 

Dc^-M-RG(Sw) 

Dc^-M-U(35) 

Dc^-M-U(53) 

Dc^-M-RG(35) 

Dc^-M-RG(53) 

0.18～0.28 

 

Ｔｙｐｅ Ｊ－１ Dc^-St(Sw)φ0.20(T) 0.17  

Ｔｙｐｅ Ｋ－１ Dc^TG 

Dc^(G) -0.30-0.30-0.90 

Dc^(G) -0.30-0.30-1.00 

0.27～0.30 

 

コンクリート蓋 
Dc^-S(Cv) 0.30 

 

(2) 支払 

共通仕様書５－４－５「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

５－（３）    集水ます  

    Ｔｙｐｅ Ｇ－１ 箇所 

    Ｔｙｐｅ Ｇ－２ 箇所 

    Ｔｙｐｅ Ｇ－３ 箇所 

    Ｔｙｐｅ Ｇ－４ 箇所 

    Ｔｙｐｅ Ｇ－５ 箇所 

     Ｔｙｐｅ Ｉ－１ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｊ－１ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｋ－１ 箇所 

 コンクリート蓋 箇所 
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２６-６ トンネル工 

２６-６-１ 監視員通路工 

(1) 種 別 

監視員通路工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

Ａ 
トンネル内の監査廊工 

(工場製ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石設置、中詰砂、天端コンクリートシールを含む) 

(2) 材 料 

監視員通路工に用いるコンクリートシールに使用するコンクリートの最大水セメント比

は、55％以下とする。また、中詰砂については共通仕様書１６－７－３「材料」の規定によ

るものとする。 

(3) 支 払 

共通仕様書１２－１６－４「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１２－（１３）    監視員通路工  

    Ａ ｍ 

 

２６-７ 舗装工 

２６-７-１ 適用すべき諸基準 

    共通仕様書１３－２「適用すべき諸基準」に以下を追加する。  

       ・低速プロファイラの運用に関する補足資料（別添－２） 

２６-７-２ 路盤準備工 

(1) 施工箇所 

路盤準備工の単価表の項目の施工箇所は、次のとおりとする。 

単価表の項目 施工箇所 

Ａ 

本線部 

 ＳＴＡ.１１２１＋４０～広内川橋Ａ１ 

 広内川橋Ａ２～ペンケオタソイ川橋Ａ１ 

 ペンケオタソイ川橋Ａ２～ＳＴＡ.１１５４＋８０ 

Ｂ 長流枝スマートＩＣ Ａ～Ｅランプ 

２６-７-３ 粒状路盤工 

(1) 種別 

粒状路盤工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 施工箇所 

下層路盤（ｔ＝１０ｃｍ） 仕上がり厚さ１０ｃｍ 本線部、ランプ部 

下層路盤（ｔ＝１６ｃｍ） 仕上がり厚さ１６ｃｍ 
本線部（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

版部） 
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単価表の項目 区分内容 施工箇所 

下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ） 仕上がり厚さ１７ｃｍ 
本線路肩部・ランプ部（切土

部） 

下層路盤（ｔ＝２０ｃｍ） 仕上がり厚さ２０ｃｍ 
長流枝スマートＩＣ（管理施

設ヤード内） 

下層路盤（ｔ＝２８ｃｍ） 仕上がり厚さ２８ｃｍ 
本線中分側路肩部（連続鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版部） 

下層路盤（ｔ＝３５ｃｍ） 仕上がり厚さ３５ｃｍ 
本線路肩部（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ舗装版部） 

上層路盤（ｔ＝ ８ｃｍ） 仕上がり厚さ ８ｃｍ 
本線部（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

版部及び切土部） 

上層路盤（ｔ＝２０ｃｍ） 仕上がり厚さ２０ｃｍ 
本線部（盛土部） 

上層路盤（ｔ＝２１ｃｍ） 仕上がり厚さ２１ｃｍ 
本線ﾄﾝﾈﾙ部（拡幅ヤード及び

非常駐車帯部） 

セメントコンクリート舗装路盤

（ｔ＝１１㎝） 
仕上がり厚さ１１ｃｍ 

長流枝スマートＩＣ（ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ舗装版部） 

セメントコンクリート舗装路盤

（ｔ＝２０㎝） 
仕上がり厚さ２０ｃｍ 

本線ﾄﾝﾈﾙ部（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ舗装版部） 

(2) 材料及び施工 

 粒状路盤工に使用する材料は、共通仕様書１３－４―２「材料」の規定による他、NEXCO 試

験法の「土の凍上試験（試験法 112）」と「JGS0172-2009 凍上性判定のための土の凍上試験方

法」の両方を実施し、その試験結果が NEXCO 試験法においては凍結様式１で凍上率 5%未満か

つ、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未満の非凍上性の材料とする。 

なお、これらの試験に要する費用は関連する単価項目に含むものとし、別途支払いは行わな

いものとする。 

粒状路盤工の施工は、共通仕様書１３－４「粒状路盤工及びセメント安定処理路盤工」の関

連する項目の規定によるものとする。なお、セメントコンクリート舗装路盤における材料基準

及び現場締固め度については次のとおりとする。 

項 目 セメントコンクリート舗装路盤 摘 要 

修正ＣＢＲ（％） ８０以上  

現場締固め度 ９７以上  

(3) 試験舗装 

粒状路盤工の試験舗装は、本線部で実施することとする。なお、試験舗装の品質・規格が

各基準値を満足しない場合、撤去を指示することがある。これに要する費用は監督員と受注

者との協議し、定めるものとする。 
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単価表の項目 施工予定箇所 備考 

下層路盤（ｔ＝１６ｃｍ） 

本線部 

（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版部） 

左記の項目を除く明り部の

粒状路盤工は、下層路盤（t=

１６㎝）、上層路盤（t=８㎝）

の試験結果を反映させた施

工方法とし、別途試験舗装

は行わないものするが、施

工にさきがけ、監督員へ施

工計画書を提出し、確認を

得なければならない 

上層路盤（ｔ＝ ８ｃｍ） 

本線部 

（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版部） 

セメントコンクリート舗装

路盤工（ｔ＝２０㎝） 

本線ﾄﾝﾈﾙ部 

（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版部） 

(4) 支 払 

共通仕様書１３－４－１２「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１３－（２）    粒状路盤工  

    下層路盤（ｔ＝１０ｃｍ） ㎡ 

 下層路盤（ｔ＝１６ｃｍ） ㎡ 

 下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ） ㎡ 

 下層路盤（ｔ＝２０ｃｍ） ㎡ 

 下層路盤（ｔ＝２８ｃｍ） ㎡ 

 下層路盤（ｔ＝３５ｃｍ） ㎡ 

 上層路盤（ｔ＝８ｃｍ） ㎡ 

    上層路盤（ｔ＝２０ｃｍ） ㎡ 

    上層路盤（ｔ＝２１ｃｍ） ㎡ 

    セメントコンクリート舗装路盤（ｔ＝１１ｃｍ） ㎡ 

    セメントコンクリート舗装路盤（ｔ＝２０ｃｍ） ㎡ 

 

２６-７-４ アスファルト混合物 

(1) 種別 

アスファルト混合物の単価表の項目の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 アスファルト混合物の種別 施工箇所 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工Ａ 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤用

混合物（ﾀｲﾌﾟⅠ） 

本線部、長流枝スマートＩ

Ｃ部 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工 基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 
本線部、長流枝スマートＩ

Ｃ部 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ中間層工 
中間層用混合物（Ⅱ型） 

（以下「SMAⅡ型」という） 

本線部（連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

舗装版部）、長流枝スマー

トＩＣ（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版部） 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層工 
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（以下「FB13」という） 

本線橋梁部、長流枝スマー

トＩＣ橋梁部 
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単価表の項目 アスファルト混合物の種別 施工箇所 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ａ 高機能舗装Ⅱ型用混合物 
本線部、長流枝スマートＩ

Ｃ部 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ａ（Ｙ） 高機能舗装Ⅱ型用混合物 
本線部、長流枝スマートＩ

Ｃ部 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ｂ 表層用混合物（ﾀｲﾌﾟ C） 

本線部（トンネル坑口前拡

幅ヤード）長流枝スマート

ＩＣ（管理施設ヤード内） 

本施工における舗装工事管理週報（管理様式－２０２）にあわせて、週報に記載する出荷日   

の注 文伝票（写し）、納入伝票（写し）、自動計量装置の印字記録装置の印字記録を提出する 

ものとする。 

(2) 材 料 

共通仕様書１３－５－２「材料」、１３－５－３「混合物」に示すアスファルトの種類は、

下記の通りとし、マーシャル試験の突き固め回数は各混合物とも両面５０回とする。また、

橋梁レベリング層用混合物の水浸ホイールトラッキング試験は、舗装施工管理要領によら

ず、配合設計時は決定粒度のみで実施するものとする。 

単価表の項目 アスファルトの種類 
標準アスフ

ァルト量 
骨材の最大粒径 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工 ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 80～100 4.4% 40ｍｍ 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工Ａ 
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 

（一般用） 
4.5% 40ｍｍ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工 
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 

（一般用） 
5.8% 20ｍｍ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ中間層工 
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 

（一般用） 
5.9% 13ｍｍ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層工 
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 

（一般用） 
6.6% 13ｍｍ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ａ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ａ（Ｙ） 

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 

（寒冷地） 
5.5% 13ｍｍ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ｂ 
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 80～100

（密粒タイプＣ） 
6.0% 13ｍｍ 

 

1） 高機能舗装Ⅱ型用混合物の規定値 

高機能舗装Ⅱ型用混合物の試験舗装における表面きめ深さ（試験便覧 S022-3T）の規定  

     値については、舗装施工管理要領によらず下表のとおりとする。 

項  目 管理目標値 備考 

試験舗装 
きめ深さ（㎜） 

(試験便覧 S022-3T) 
0.8～1.2 (参考 基準値 1.2 以上) 
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2） 基層用遮水性アスファルト混合物の骨材粒度 

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する骨材の配合設計粒度は、表１－１のとおり   

とする。なお、使用する骨材の密度が 0.2ｇ/㎝ 3以上異なる場合には配合比の修正を行う。 

 

 表１－１ 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲 

ふるい目の開き（㎜） ふるい通過質量百分率（％） 

26.5 100 

19.0 95～100 

13.2 75～90 

9.5 65～83 

4.75 50～67 

2.36 37～53 

0.6 24～30 

0.3 16～24 

0.15 9～14 

0.075 7～10 

 

3）基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験基準値 

基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は下記のとおりと

する。 

表１－２ 基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験 

種別 試験項目 試験方法 試験頻度 規定値 

基 
層 
用 
ア 
ス 
フ 
ァ 
ル 
ト 
混 
合 
物 

マーシャル試験 
試験便覧 B001 

試験便覧 B008 

材料及び配合粒度が異なるごとに As

量 5 点で標準各 3 個,推定最適 As 量

を挟む 3点で水浸各 3個 

表１－１ 

表１－３ 

ホイールトラッキング試験 
試験便覧 B003 

注 1) 

上記試験を満足する各粒度の最適 As

量で 1回(3 枚/回) 
表１－４ 

水浸ホイールトラッキング

試験 
試験法 244 

上記試験を満足する決定配合にて 

1回(2 枚/回) 

平均はく離率 

5％以下 

透水係数 試験便覧 B017T 
上記試験を満足する各粒度の最適 As

量で 1回(3 枚/回) 
1.0×10-7以下 

注）供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の100±1％以内とする。 

表１－３ 基層用遮水性アスファルト混合物の品質基準 

項  目 基準値 

マーシャル安定度（ｋN） 6 以上 

フロー値（1/100 ㎝） 15～40 
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項  目 基準値 

空隙率（％） 2～4 

飽和度（％） 70～85 

水浸マーシャル残留安定度 

60℃ 48 時間 （％） 
75 以上 

 

表１－４ 基層用アスファルト混合物の混合物性状 

項 目 基準値 

動的安定度（回/㎜） 1,000 以上 

平均はく離率（％） 5 以下 

水密性（透水係数）（㎝/秒） 1.0×10-7以下 

 

4）試験練り 

基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度は舗装施工管 

理要領によらず表２－１のとおりとする。なお、橋梁レべリング層用混合物（ＦＢ）及び 

基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおいては、アスファルト量を変化させた３ 

点（最適アスファルト量及び±０．３％）すべてにおいて、舗装施工管理要領に基づく混 

合物の性状確認試験を実施したうえで試験舗装実施配合を決めるものとする。 

 

表２－１ 基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度 

種別 項目 試験項目 試験方法 試験ひん度 

基 
層 
用 
ア 
ス 
フ 
ァ 
ル 
ト 
混 
合 
物 

各種材料の条件 
常温・加熱骨材のふるい

分け試験 
JIS A 1102 各２個／１回 

混合条件 

アスファルト量 － ３点／１配合 

混合量、混合時間及び温

度管理 
－ 適宜 

混合物の性状 

マーシャル試験 
試験便覧 B001 

試験便覧 B008 

１回／１配合 

Ａｓ量３点で標準，水浸各３個 

アスファルト含有量試

験 

自動計量記録装置または試験

便覧 G005,G028 による 

１回／１配合 

（２個／１回） 

ホイールトラッキング

試験 注 1) 
試験便覧 B003 

１回／１配合 

（３枚／１回） 

透水係数 注 2) 試験便覧 B017T 注 3) 
１回／１配合 

（３個／回） 

水浸ホイールトラッキ

ング試験 注 2) 
試験法 244 ２枚／１配合 

注 1）アスファルトプラント排出の混合物にて供試体を作製する。また、ホイールトラッキング試

験機は同一機械とし、原則として配合試験で使用した試験機とする。なお、供試体の密度は、

マーシャル試験における締固め密度の 100±1％以内とする。 
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注 2）供試体は最適締固め温度にてそれぞれ作製し、各々指定の頻度で試験を実施するものとする。 

注 3）試験は、舗装施工管理要領Ⅱ建設工事関係１－１（３)(ｂ)(ⅱ)に従って行う。 

(3) はく離抵抗試験結果に伴うアスファルト混合物の変更 

はく離抵抗試験結果に伴い、はく離防止剤の添加または、アスファルト種別の変更等を

監督員が指示する場合がある。この場合受注者は監督員の指示に従うものとし、これに要

する費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

(4) 施 工 

 伸縮装置箇所、構造物等の施工は、ローラーによる転圧もしくは、これの代替となる有効

な施工方法を講じるものとし、施工計画書に明記するものとする。 

 アスファルトコンクリート表層工・基層工・中間層工・橋梁レベリング層工の施工は、原

則としてホットジョイントとするが、施工厚さ又は合材種別が異なる場合はこの限りでは

ない。施工方法については、施工計画書に明記するものとする。 

(5) プラント 

舗装施工管理要領 付録―２プラント管理試験方法 ２.プラント計画に示すプラント計画書  

に次 の内容を記載することとする。  

1）受注者とプラント会社の品質管理に関する体制と役割 

2）自動計量装置の書き換え防止機能の有無  

3）受注者による合材製造過程の管理方法 

    なお、監督員は、契約書第 9 条第 2 項に基づき、アスファルト合材を納入しているアスフ 

ァルトプラントへ不定期に赴き、配合に基づく製造、自動計量装置の印字記録装置の印字記録、 

プラント計画 書に基づく書き換え防止機能付き自動計量装置の使用等について確認を行う場 

合がある。その際は、 現場代理人又は主任（監理）技術者が立ち会うものとする。 

 

(6) 試験舗装 

アスファルト混合物の試験舗装は、本線部で実施することとする。 

なお、試験舗装の品質、規格が各基準値を満足しない場合、撤去を指示することがある。

これに要する費用は監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

下記に、試験施工対象工種及び施工予定箇所を示す。 

単価表の項目 施工数量 施工予定箇所 

加熱アスファルト安定処理路盤工Ａ 1,000 ㎡程度 本線部 

アスファルトコンクリート基層工 1,000 ㎡程度 本線部 

アスファルトコンクリート中間層工 1,000 ㎡程度 本線部 

アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工 1,000 ㎡程度 本線部 

アスファルトコンクリート表層工Ａ 1,000 ㎡程度 本線部 

 

(7) 支払 

共通仕様書１３－５－１１「支払」に下記の項目を追加する。 
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 単価表の項目 検測の単位 

１３－（４）    アスファルト混合物  

    加熱アスファルト安定処理路盤工 ｔ 

 加熱アスファルト安定処理路盤工Ａ ｔ 

 アスファルトコンクリート基層工 ｔ 

 アスファルトコンクリート中間層工 ｔ 

 アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工 ｔ 

 アスファルトコンクリート表層工Ａ ｔ 

 アスファルトコンクリート表層工Ａ（Ｙ） ｔ 

    アスファルトコンクリート表層工Ｂ ｔ 

 

２６-７-５ セメントコンクリート舗装版工 

(1) 種 別 

セメントコンクリート舗装版工の単価表に示す項目の種別は下表のとおりとする。 

単価表の項目 内 容 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

の種別 

連続鉄筋コンクリート舗装版 Ａ 
機械施工による土工部の連続鉄筋コンクリー

ト舗装版(ｔ＝250mm) 

HS1-1 

連続鉄筋コンクリート舗装版 Ｂ 
機械施工によるトンネル部の連続鉄筋コンク

リート舗装版(ｔ＝210mm) 

HS1-1 

コンクリート舗装版 Ａ 

人力施工によるコンクリート舗装版（トンネ

ル内）をいい、トンネル内と明かり部とのす

り付け版及び土工部の連続鉄筋コンクリート

と踏掛版部の下面部に枕版を施工するもの

（ｔ＝210～250 ㎜） 

H2-1 

コンクリート舗装版 Ｂ 
人力施工によるコンクリート舗装版（長流枝

スマートＩＣ料金所）（ｔ＝250 ㎜） 

H2-1 

コンクリート舗装版 Ｃ 人力施工によるコンクリート舗装版をいい、

料金所のコンクリート舗装版と土工部とのす

り付け版を施工するもの（ｔ＝150～160mm） 

H2-1 

(2) セメントの種類 

セメントコンクリート舗装版工に使用するセメントの種別は、普通ポルトランド又は高炉

セメントＢ種とする。 

(3) 試験舗装 

セメントコンクリート舗装版工の試験舗装は、本線土工部で実施することとし、試験舗装

の品質、規格が基準値を満足しない場合、撤去を指示することがある。これに要する費用は

監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

下記に、試験施工対象工種及び施工予定箇所を示す。 
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単価表の項目 施工予定箇所 備 考 

連続鉄筋コンクリート舗装版 Ａ 本線土工部  

(4) 表面仕上げ 

コンクリート舗装版工の各表面仕上げは次のとおりとする。 

単価表の項目 表面仕上げ方法 備 考 

コンクリート舗装版 Ａ 粗面仕上げ（ほうき目仕上げ）  

コンクリート舗装版 Ｂ 粗面仕上げ（ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ）  

コンクリート舗装版 Ｃ 粗面仕上げ（ほうき目仕上げ）  

(5) 支払 

共通仕様書１３－６－１３「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１３－（６）    セメントコンクリート舗装版工  

    連続鉄筋コンクリート舗装版 Ａ ㎡ 

 連続鉄筋コンクリート舗装版 Ｂ ㎡ 

 コンクリート舗装版 Ａ ㎡ 

 コンクリート舗装版 Ｂ ㎡ 

 コンクリート舗装版 Ｃ ㎡ 

 

２６-７-６ 目地工 

(1) 種 別 

単価表の項目 内 容 備 考 

縦突合せ目地 Ａ 土工部のネジ付きタイバーD22 を用いた突合せ目地  

縦突合せ目地 Ｂ トンネル部のネジ付きタイバーD22 を用いた突合せ目地  

切削目地 Ａ 
長流枝スマートＩＣ料金所部の横断部に設ける目地をい

い、ダウエルバーφ28 を用いた横方向ﾀﾞﾐｰ目地 

長流枝スマート

ＩＣ 

膨張目地 Ａ 

土工部の連続鉄筋コンクリート舗装版と連続鉄筋コンク

リート舗装版との接続部に設ける目地をいい、ダウエル

バーφ32 と目地板を用いた膨張目地 

 

膨張目地 Ｂ 

トンネル部の連続鉄筋コンクリート舗装版と連続鉄筋コ

ンクリート舗装版との接続部に設ける目地をいい、ダウ

エルバーφ32 と目地板を用いた膨張目地 

 

膨張目地 Ｃ 

長流枝スマートＩＣ料金所部のコンクリート舗装版とコ

ンクリート舗装版との接続部に設ける目地をいい、ダウ

エルバーφ32 と目地板を用いた膨張目地 

長流枝スマート

ＩＣ 

横突合せ目地 Ａ 

長流枝スマート IC 料金所部のコンクリート舗装版とすり

つけ版との接続部に設ける目地をいい、ネジ付きタイバ

ーD29 を用いた膨張目地 

長流枝スマート

ＩＣ 
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単価表の項目 内 容 備 考 

側目地 Ａ 
土工部内連続鉄筋コンクリート舗装版と排水構造物との

境界に設ける目地 
 

側目地 Ａ１ 
長流枝スマート IC コンクリート舗装版とトールアイラン

ド部との境界に設ける目地 

長流枝スマート

ＩＣ 

側目地 Ｂ 
トンネル内連続鉄筋コンクリート舗装版と排水構造物と

の境界に設ける目地 
 

(2) 支 払 

共通仕様書１３－６－１３「支払」に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１３－（７）    目地工  

    縦突合せ目地 Ａ ｍ 

 縦突合せ目地 Ｂ ｍ 

 切削目地 Ａ ｍ 

 膨張目地 Ａ ｍ 

 膨張目地 Ｂ ｍ 

 膨張目地 Ｃ ｍ 

 横突合せ目地 Ａ ｍ 

 側目地 Ａ ｍ 

 側目地 Ａ１ ｍ 

 側目地 Ｂ ｍ 

２６-７-７ 床版防水記録表 

(1) 定 義 

床版防水記録表とは、床版防水記録表の作成、設置を行うことをいう。 

(2) 材 料 

床版防水記録表に用いる材料は、JIS H 4000 A 5052P（アルミニウム板）の規格に適合した  

ものとし、表面に高耐候性フィルムの貼付けを行うものとする。高耐候性フィルムは、構造物 

施工管理要領Ⅱ－５－８表２－５－７３に示す規格に適合しなければならない。床版防水記 

録表に用いる色は、白地に黒文字（字体：ゴシック体）とし、記載内容は設計図書によるもの 

とする。 

(3) 施 工 

床版防水記録表の施工は、コンクリート用ネジ及び座金（SUS304）を用いて、角４点を固 

定し、既設橋梁に確実に固定するものとする。 

(4) 数量の検測 

床版防水記録表の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。 

(5) 支 払 

床版防水記録表の支払は、前項の規定に従って検測した数量に対し、1 箇所当たりの契約単  

価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う床版防水記 

録表の作成、設置等床版防水記録表の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完了する 
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ために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（２）    床版防水記録表  

    Ａ 箇所  

 

２６-８ 造園工 

２６-８-１ 防草シート工 

(1) 定義 

防草シート工とは、雑草繁茂防止等を目的に防草シートを設置するものをいう。 

(2) 種別 

防草シート工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 寸法 引張強度 遮光率 素材 施工箇所 

Ａ 

Ｗ＝1.3～2.0ｍ 

厚み 3ｍｍ以上～ 

5.0ｍｍ未満 

100Ｎ/㎝

以上 
100％ 

アスファル

ト系 
保護路肩 

(3) 施工 

防草シート工の施工に先立ち、設置するのり面等の草刈り及び凹凸を平滑に整地し、防草シ 

ートが地表面と密着するように施工するとともに、風等により飛散したり重ね部等が開かな 

いよう、アンカーピン、接着剤等により堅固に仕上げるものとする。アンカーピンの施工に際 

しては、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意し、万一既存埋設物に損傷を与えた場合は、 

速やかに監督員に報告し、その対応について指示を受けるものとする。 

なお、復旧に要する費用は受注者の負担とする。 

(4) 数量の検測 

防草シート工の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

(5) 支払 

防草シート工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単価 

で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う防草シート工 

の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれ 

るものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（３）    防草シート工  

    Ａ ㎡  

   

２６-９ 迂回路工 

(1) 定義  

迂回路工とは、STA.378+00.00～389+35.00 に迂回路を設置することをいう。 

(2) 種別  

迂回路工の種別は、下表のとおりとする。 
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単価表の項目 区分内容 摘要 

捨土掘削 土砂Ａ 

捨土掘削 土砂Ａ（Ｙ） 

本線と迂回路のすりつけ部の土砂を

掘削し、本特記仕様書５－２－１に示

す「②旭ヶ丘農場盛土場」へ搬入・敷

均しするもの 

 

盛土工 Ｃ１ 

盛土工 Ｃ１（Ｙ） 

本特記仕様書５-１-１に示す「②旭ヶ

丘農場盛土場」の土砂を使用し、迂回

路の下部路床を施工するもの 

 

盛土工 Ｃ２ 

盛土工 Ｃ２（Ｙ） 

本特記仕様書１４－１に規定する材

料を使用し、迂回路の上部路床を施工

するもの 

 

盛土工 Ｃ３ 

盛土工 Ｃ３（Ｙ） 

本特記仕様書１４－１に規定する材

料を使用し、迂回路の凍上抑制層を施

工するもの 

 

路盤準備工 Ｂ 
共通仕様書１３-３「路盤準備工」に

よるもの 

 

粒状路盤工 下層路盤（t=17 ㎝） 

粒状路盤工 下層路盤（t=17 ㎝）（Ｙ） 

粒状路盤工 上層路盤（t=8 ㎝） 

粒状路盤工 上層路盤（t=8 ㎝）（Ｙ） 

共通仕様書１３-４「粒状路盤工及び

セメント安定処理路盤工」によるもの 

 

加熱アスファルト安定処理路盤工 

加熱アスファルト安定処理路盤（Ｙ） 

アスファルトコンクリート基層工 

アスファルトコンクリート基層工（Ｙ） 

本特記仕様書２６-７-４「アスファル

ト混合物」によるもの 

 

アスファルトコンクリート表層工Ａ 

アスファルトコンクリート表層工Ａ（Ｙ） 

本特記仕様書２６-７-４「アスファル

ト混合物」によるもの 

 

瀝青材散布工プライムコート 

瀝青材散布工プライムコート（Ｙ） 

瀝青材散布工タックコートＣ 

瀝青材散布工タックコートＣ（Ｙ） 

共通仕様書１３-７「瀝青材散布工」

によるもの 

 

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ） 

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２（Ｙ） 

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ） 

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ１（Ｙ） 

共通仕様書１６-４「路面標示工」に

よるもの 

 

視線誘導標 Ａ１－１ 
共通仕様書１６-５「視線誘導標工」

によるもの 

 

視線誘導標 Ｄ１－１ 

規定以上の反射性能を有する反射体

でガードレールに取付けるもの（支柱

含む）（設置高 H＝1.2ｍ） 
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単価表の項目 区分内容 摘要 

車線分離標 ポール（H=650mm） 

車線分離標 ポール（H=650mm）（Ｙ） 

共通仕様書１６-８「車線分離標工」

によるもの 

 

仮設防護柵 設置工Ａ（Ｙ） 

本特記仕様書２６-１０-４「仮設防護

柵工」によるもの 

 

仮設防護柵 設置工Ｂ 

仮設防護柵 移設工Ａ（Ｙ） 

仮設防護柵 撤去工Ａ（Ｙ） 

仮設防護柵 撤去工Ｂ 

(3) 数量の検測  

迂回路工の数量の検測は、設計数量（ｍ3、㎡、ℓ、ｍ、基）で行うものとする。 

(4) 支払  

１）迂回路工 捨土掘削 土砂Ａ、土砂Ａ（Ｙ）の支払は、共通仕様書２－６－７「支払」

に従って検測された数量に対し、１ｍ3当たりの契約単価で行うものとする。 

    ２）迂回路工 盛土工Ｃ１、Ｃ１（Ｙ）、Ｃ２、Ｃ２（Ｙ）、Ｃ３、Ｃ３（Ｙ）の支払は、共  

通仕様書２－７－８「支払」に従って検測された数量に対し、１ｍ3当たりの契約単価 

で行うものとする。 

３）迂回路工 路盤準備工Ｂの支払は、共通仕様書１３－３－８「支払」に従って検測され 

た数量に対し、１㎡当たりの契約単価で行うものとする。 

４）迂回路工 粒状路盤工下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ）、粒状路盤工下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ） 

（Ｙ）、粒状路盤工上層路盤（ｔ＝８ｃｍ）、粒状路盤工上層路盤（ｔ＝８ｃｍ）（Ｙ）の支 

払は、共通仕様書１３－４－１２「支払」に従って検測された数量に対し、１㎡当たり 

の契約単価で行うものとする。 

５）迂回路工 加熱アスファルト安定処理路盤工、加熱アスファルト安定処理路盤工（Ｙ）、 

アスファルトコンクリート基層工、アスファルトコンクリート基層工（Ｙ）、アスファ 

ルトコンクリート表層工Ａ、アスファルトコンクリート表層工Ａ（Ｙ）の支払は、共通 

仕様書１３－５－１１「支払」に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単価 

で行うものとする。 

６）迂回路工 瀝青材散布工プライムコート、瀝青材散布工プライムコート（Ｙ）、瀝青材 

散布工タックコートＣ、瀝青材散布工タックコートＣ（Ｙ）の支払は、共通仕様書１３ 

－８－１６「支払」に従って検測された数量に対し、１ℓ当たりの契約単価で行うもの 

とする。 

７）迂回路工 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ）、路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２（Ｙ）、路面標 

示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ）、路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ１（Ｙ）の支払は、共通仕様書１

６－４－６「支払」に従って検測された数量に対し、１ｍ又は１㎡当たりの契約単価で

行うものとする。 

８）迂回路工 視線誘導標 Ａ１－１、Ｄ１－１の支払は、共通仕様書１６－５－９「支払」 

に従って検測された数量に対し、１基当たりの契約単価で行うものとする。 

９）迂回路工 車線分離標 ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）、ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）（Ｙ）の 

支払は、共通仕様書１６－８－６「支払」に従って検測された数量に対し、１基当たり 
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の契約単価で行うものとする。 

１０）迂回路工 仮設防護柵 設置工、移設工、撤去工の支払は、本特記仕様書２６－１０－ 

４（７）「支払」に従って検測された数量に対し、１ｍ当たりの契約単価で行うものと 

する。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（４）    迂回路工  

    捨土掘削 土砂Ａ ｍ3 

    捨土掘削 土砂Ａ（Ｙ） ｍ3 

    盛土工 Ｃ１ ｍ3 

    盛土工 Ｃ１（Ｙ） ｍ3 

    盛土工 Ｃ２ ｍ3 

    盛土工 Ｃ２（Ｙ） ｍ3 

    盛土工 Ｃ３ ｍ3 

    盛土工 Ｃ３（Ｙ） ｍ3 

 路盤準備工 Ｂ ㎡ 

 粒状路盤工 下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ） ㎡ 

 粒状路盤工 下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ）（Ｙ） ㎡ 

 粒状路盤工 上層路盤（ｔ＝８ｃｍ） ㎡ 

 粒状路盤工 上層路盤（ｔ＝８ｃｍ）（Ｙ） ㎡ 

 加熱アスファルト安定処理路盤工 ㎡ 

 加熱アスファルト安定処理路盤工（Ｙ） ㎡ 

 アスファルトコンクリート基層工 ㎡ 

 アスファルトコンクリート基層工（Ｙ） ㎡ 

 アスファルトコンクリート表層工Ａ ㎡ 

 アスファルトコンクリート表層工Ａ（Ｙ） ㎡ 

 瀝青材散布工 プライムコート ℓ 

 瀝青材散布工 プライムコート（Ｙ） ℓ 

 瀝青材散布工 タックコートＣ ℓ 

 瀝青材散布工 タックコートＣ（Ｙ） ℓ 

 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ） ｍ 

 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２（Ｙ） ｍ 

 路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ） ｍ 

 路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ１（Ｙ） ㎡ 

 視線誘導標 Ａ１－１ 基 

 視線誘導標 Ｄ１－１ 基 

 車線分離標 ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ） 基 

 車線分離標 ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）（Ｙ） 基 

 仮設防護柵 設置工Ａ（Ｙ） ｍ 

 仮設防護柵 設置工Ｂ ｍ 

 単価表の項目 検測の単位 
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特－（４） 迂回路工  

 仮設防護柵 移設工Ａ（Ｙ） ｍ 

 仮設防護柵 撤去工Ａ（Ｙ） ｍ 

 仮設防護柵 撤去工Ｂ ｍ 

 

２６-１０ 交通安全施設工 

２６-１０-１ 防護柵 

(1) 種別 

共通仕様書１５－３－２「種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 
支柱間隔

（ｍ） 
区分内容 

Ｇｒ－Ａ－２Ｅ（Ｒ）（Ｐ） 2 
本工事撤去防護柵の再利用 

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｒ） 4 

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｓ） 

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｐ）（Ｓ） 

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ（Ｓ） 

4 
耐雪型ﾌﾞﾗｹｯﾄ及び補強金具 

Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（Ｐ）（Ｓ） 2 

Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（１）（Ｐ） 2 構造物上に埋込設置（根入れ 150 ㎜） 

Ｇｒ－Ａ－Ｍｏ 2 さや管脱着式（削孔含む） 

Ｇｒ－Ａ－ＢＪ（Ｐ） 

Ｇｒ－Ｂ－ＢＪ 
1 土工区間と橋梁部すり付け 

Ｇｒ－Ａ－ＴＪ（Ｐ） 1 土工区間とﾄﾝﾈﾙ坑口すり付け 

Ｇｒ－Ｂ－２Ｅ 2 土工区間 

Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）（Ｐ） 4 ＩＣ部分離帯用 

  注）（Ｒ）は既設の防護柵を再利用するもの 

（Ｓ）は耐雪型ﾌﾞﾗｹｯﾄ及び補強金具を利用するもの 

(2) 支払 

共通仕様書１５－３－７「支払」に規定する単価表の項目に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１５－（１）    防護柵  

 Ｇｒ－Ａ－２Ｅ（Ｒ）（Ｐ） ｍ 

 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｒ） ｍ 

    Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｓ） ｍ 

  Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｐ）（Ｓ） ｍ 

 Ｇｒ－Ａ－２Ｂ（Ｐ）（Ｓ） ｍ 

 Ｇｒ－Ａ－Ｍｏ ｍ 

 Ｇｒ－Ａ－ＢＪ（Ｐ） ｍ 

 単価表の項目 検測の単位 
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１５－（１）  防護柵  

 Ｇｒ－Ａ－ＴＪ（Ｐ） ｍ 

 Ｇｒ－Ｂ－２Ｅ ｍ 

 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ（Ｓ） ｍ 

 Ｇｒ－Ｂ－ＢＪ ｍ 

 Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）（Ｐ） ｍ 

２６-１０-２ 防護柵取替工 

(1) 定義 

防護柵取替工とは、走行方向と逆向きとなる既設防護柵の取替を行うことをいう。 

(2) 種別 

防護柵取替工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 
支柱間隔

（ｍ） 
区分内容 

Ｇｒ－Ａ－Ｒ - 
既設の防護柵を走行方向に合わせ、ビームの

重ね合わせを外側に取替え設置するもの 

(3) 材料及び防錆処理 

    材料及び防錆処理の規格は共通仕様書１５－３－３「材料」及び１５－３－４「防錆処理」 

によるものとする。 

(4) 施工 

１）防護柵取替工の施工は、「防護柵施工管理要領」５．１の規定に従わなければならない。 

２）防護柵の取外しは、原則として、ボルト・ナットを取外すことによって行うものとする。  

(5) 数量の検測 

防護柵取替工の数量の検測は、設計数量（ｍ）で行うものとする。ただし、延長は取外し再  

設置したビームの端末から端末までのビームに沿って測定する。 

(6) 支払 

防護柵取替工の支払は、前項の規定に従って検測した数量に対し、１ｍ当たりの契約単価で  

行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設の防護柵ビ  

ーム取替等に要する材料・労力・機械器具等本工事を完了するために必要な費用で諸経費に含 

まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（５）    防護柵取替工  

    Ｇｒ－Ａ－Ｒ ｍ 

 

２６-１０-３ 防護柵変換継手工 

(1) 定義 

防護柵変換継手工とは、防護柵Ａ種とＢ種を接続する継手の設置を行うもの。 

(2) 種別 

防護柵変換継手工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。。 
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単価表の項目 区分内容 

Ａ Ｇｒ－Ａ種とＧｒ－Ｂ種との接続部に設ける変換袖ビーム 

(3) 材料 

    防護柵変換継手工に使用する材料は、共通仕様書１５－３－３「材料」の規格に適合しなけ 

ればならない。なお、使用にあたっては事前に監督員の確認を得るものとする。 

(4) 防錆処理 

    防護柵変換継手工の防錆処理は、設計図書に示す規格に適合しなければならない。 

(5) 数量の検測 

防護柵変換継手工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。 

(6) 支払 

防護柵変換継手工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 箇所当たりの契 

約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う防護柵 

変換継手の製作、設置等防護柵変換継手工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完 

成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（６）    防護柵変換継手工  

    Ａ 箇所 

 

２６-１０-４ 仮設防護柵工 

(1) 定義 

仮設防護柵工とは、仮設防護柵等を設置・移設・撤去することをいう。 

(2) 種別 

仮設防護柵工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 設計図の表示 

設置工 Ａ Ｈ形鋼置式仮設防護柵を設置するもの 設置工 Ａ 

設置工 Ａ（Ｙ） Ｈ形鋼置式仮設防護柵を設置するもの 設置工 Ａ（Ｙ） 

設置工 Ｂ コンクリート製仮設防護柵を設置するもの 設置工 Ｂ 

設置工 Ｃ ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの 設置工 Ｃ 

移設工 Ａ（Ｙ） Ｈ形鋼置式仮設防護柵を移設するもの 移設工 Ａ（Ｙ） 

撤去工 Ａ Ｈ形鋼置式仮設防護柵を撤去するもの 撤去工 Ａ 

撤去工 Ａ（Ｙ） Ｈ形鋼置式仮設防護柵を撤去するもの 撤去工 Ａ（Ｙ） 

撤去工 Ｂ コンクリート製仮設防護柵を撤去するもの 撤去工 Ｂ 

撤去工 Ｃ ポリエチレン製仮設防護柵を撤去するもの 撤去工 Ｃ 

 

(3) 材料等 

仮設防護柵工の材料規格等は、次のとおりとする。  

単価表の項目 材料規格等 摘要 

設置工 Ａ 

設置工 Ａ（Ｙ） 

ガードレール：Ａ種 

基台：Ｈ形鋼 
貸与品 
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単価表の項目 材料規格等 摘要 

設置工 Ｂ ガードレール：Ａ種 

基台：コンクリートブロック 
貸与品 

設置工 Ｃ 基台：ポリエチレン 

赤白ブロック（ウォーターバリケード） 
貸与品 

移設工 Ａ（Ｙ） 
ガードレール：Ａ種 

基台：Ｈ形鋼 

本工事以外で設置した

仮設防護柵 

撤去工 Ａ 

撤去工 Ａ（Ｙ） 

ガードレール：Ａ種 

基台：Ｈ形鋼 

本工事で移設又は設置

した仮設防護柵 

撤去工 Ｂ ガードレール：Ａ種 

基台：コンクリートブロック 

本工事で設置した仮設

防護柵 

撤去工 Ｃ 
基台：ポリエチレン 

赤白ブロック（ウォーターバリケード） 

本工事で設置した仮設

防護柵 

    ※ウォーターバリケード内の充填材は不凍水とする。 

(4) 処理方法 

既設材料の撤去後の処理は、監督員と別途協議するものとする。 

(5) 施工 

 仮設防護柵を設置する際は、転倒を生じないよう事前に設置箇所の確認を行うもの

とする。 

 Ｈ鋼を所定の位置に据え付けた後、固定用アンカーピンを路面に打込み固定するも

のとする。 

 受注者の責によらず、仮設防護柵の設置期間及び延長に大幅な変更が生じた場合は、

これらに要する費用は監督員と受注者で協議して定めるものとする。 

(6) 数量の検測 

仮設防護柵工の数量の検測は、設計数量（ｍ）で行うものとする。 

(7) 支払 

仮設防護柵工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１ｍあたりの 

契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う仮設 

防護柵の設置、アンカーピンの削孔・打込み、撤去、固定アンカーピン撤去後の穴埋め、仮設 

防護柵の移設・撤去の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費 

用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（７）    仮設防護柵工  

    設置工 Ａ ｍ 

  設置工 Ａ（Ｙ） ｍ 

 設置工 Ｂ ｍ 

 設置工 Ｃ ｍ 

 移設工 Ａ（Ｙ） ｍ 
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 単価表の項目 検測の単位 

特－（７）   仮設防護柵工  

 撤去工 Ａ ｍ 

 撤去工 Ａ（Ｙ） ｍ 

 撤去工 Ｂ ｍ 

 撤去工 Ｃ ｍ 

 

２６-１０-５ 衝突緩衝対策工 

(1) 定義 

衝突緩衝対策工とは、本線上の施設に衝突・接触した際の衝撃を緩和吸収するため、衝突緩 

衝装置を設置するもの。 

(2) 種別 

衝突緩衝対策工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 材料区分 

分岐端緩衝施設Ａ 
共通仕様書１５－３－３「材料」及び

１５－３－４「防錆処理」に示す規格

に適合しなければならない。支柱は、

地際部支柱防錆を行うものとする。 

新設 

クッションドラムＡ トンネル内に丸型クッションドラム

(C 型、1個/基、普通反射シート）を

設置するもの 

新設 

クッションドラムＢ 
本線とスマートインター分岐部に角

型クッションドラム(A型+B 型+B 型、

3 個/箇所、高輝度反射シート）を設

置するもの 

新設 

衝撃緩衝材移設工 Ａ（Ｙ） 既設クッションドラムＡを移設及び

撤去するもの 

既設 

衝撃緩衝材撤去工 Ａ（Ｙ） 既設 

(3) 施工 

関係機関との協議により監督員が設置個数ならびに移設・撤去回数の変更を指示した場合 

は、その指示に従うものとし、これらに要する費用は監督員と受注者で協議して定めるものと 

する。 

(4) 数量の検測 

衝突緩衝対策工の数量の検測は、設計数量（基・箇所）で行うものとする。 

(5) 支払 

衝突緩衝対策工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１基・箇所 

あたりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って 

行う衝突緩衝対策工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費 

用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 
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 単価表の項目 検測の単位 

特－（８）    衝突緩衝対策工  

    分岐端緩衝施設Ａ 基 

    クッションドラムＡ 基 

 クッションドラムＢ 箇所 

 衝撃緩衝材移設工 Ａ（Ｙ） 基 

 衝撃緩衝材撤去工 Ａ（Ｙ） 基 

２６-１１ 交通管理施設工 

２６-１１-１ 標識工 

(1) 標識設置位置の調査 

本工事の標識設置位置については、視認性を設計図及び現地にて確認し、隣接する構造物   

及び施設構造物との取り合い等を十分照査し設置するものとする。 

(2) 標識レイアウト 

受注者は、標識板に使用するレイアウト図について、あらかじめ監督員の確認を得なけれ 

ばならない。ただし、監督員が必要と認めて標識レイアウトの変更等を指示した場合、その 

指示に従うものとするが、この場合において契約単価の変更は行なわないものとする。 

(3) 標識落下防止対策 

標識工のうち、単価表の項目に（Ｔ）を付したものについては、標識板の落下によるお客 

様や高速道路と交差する鉄道・道路等への被害を未然に防止することを目的に、落下防止装

置を設置するものとする。なお、これに要する費用については、関連する項目の契約単価に

含むものとし別途支払いは行わないものとする。 

1）落下防止装置は、設計図書に示す規格に適合するワイヤロープを主材料とし 

た、取替えが可能な構造とする。 

2）ワイヤロープは、取付金具やアンカーボルトが常時は荷重を負担することがな 

いよう、設置時に設計で想定した余長となるように取付けなければならない。 

3）ワイヤロープは、ねじれがないように設置しなければならない。 

4）ワイヤロープ取付け後、他の部材と干渉しないことを確認しなければならない。 

5）シャックルは、JIS B 2801 の参考に示す使用基準を遵守しなければならない 

(4) 標識板再利用 

    単価表の項目の（Ｒ）は、撤去した既設標識板を再利用し設置するものをいう。 

２６-１１-２ 標識の基礎工 

(1) 種別 

   共通仕様書１６－３－１（２）に以下を追加する。 

単価表の項目 標識標準図集の基礎詳細図 

Ｆ８ 設計図書に示す 

（気象観測局集合支柱用） 

Ｆ１２ 設計図書に示す 

（DL 型情報板用） 
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1）基礎工の施工位置については、監督員と十分協議のうえ決定するものとする。また 

掘削にあたっては必要な範囲を超えてみだりにのり面、舗装面等を乱さぬように綿密 

な計画の元行うとともに、基礎工完了後は原形復旧するものとする。ただし、施工箇 

所により掘削残土のはねつけが困難な場合は、本特記仕様書５-１-２に示す「①日勝 

峠盛土場」または「②旭ヶ丘農場盛土場」に運搬敷均しを行う。なお、原形復旧及び 

残土運搬に要する費用は、関連項目の契約単価に含むものとし、別途支払は行わない 

ものとする。 

 

２６-１１-３ 反射式標識板工 

(1) 種別 

共通仕様書１６－３－３（２）に以下を追加する。 

単価表の項目 区分内容 摘要 

反射式 Ａ１ 

反射式 Ａ１（Ｙ） 

反射式 Ａ１（Ｔ） 

反射式 Ａ１（Ｔ）（Ｙ） 

反射式 Ａ１（Ｒ） 

反射式 Ａ１（Ｒ）（Ｙ） 

反射式 Ａ１（Ｔ）（Ｒ）（Ｙ） 

反射式案内標識板 素地：カプセル型反射シート 

文字：カプセル型反射シート 

反射式 Ａ２ 
反射式案内標識板 

（標識板補修：当て板） 

素地：カプセル型反射シート 

文字：カプセル型反射シート 

反射式 Ｂ１ 

反射式 Ｂ１（Ｔ） 

反射式 Ｂ１（Ｒ）（Ｙ） 

反射式 Ｂ１（Ｔ）（Ｒ）（Ｙ） 

反射式規制・指示及びそれらの補助標 

示板 

素地：カプセル型反射シート 

文字：カプセル型反射シート 

反射式 Ｂ２ 

反射式 Ｂ２（Ｔ） 

反射式警戒・予告及びそれらの補助標 

示板 

素地：カプセル型反射シート 

文字：カプセル型反射シート 

（黒文字のみ無反射シート） 

反射式 Ｄ１（Ｔ）（Ｙ） 

プリズム型反射式案内標識板 素地：プリズム型反射シート 

文字：プリズム型反射シート 

（黒文字のみ無反射シート） 

(2) 標識板の前傾角度 

本工事で設置する反射式標識板の前傾角度は、次に示す前傾角度を原則とする。ただし、

監督員が必要と認めて、前傾角度の変更を指示した場合はその指示に従うものとするが、こ

の場合において契約単価の変更は行なわないものとする。 

 

種別 角度 備考 

複柱型式、片持型式 10°  

単柱型式 5°  
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(3) 角度調整金具の仕様 

本工事で設置する単柱型式の標識において、標識板寸法の横幅が 1500 ㎜以上のものについ

て使用する角度調整金具の材料及び防錆処理は次のとおりとする。また、角度調整金具と標識

板の接続金具はＬ形材とする。 

項目 適用すべき諸基準 内容 種類・規格 

角度調整金具 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 SS400 

接続金具 〃 〃（L65×65×6） 〃 

防錆処理 JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZT77 

(4) 支払 

共通仕様書１６－３－６に下記を追加する 

 単価表の項目 検測の単位 

１６－（５）    標識板  

     反射式 Ａ１ ㎡  

 反射式 Ａ１（Ｙ） ㎡ 

 反射式 Ａ１（Ｔ） ㎡ 

 反射式 Ａ１（Ｔ）（Ｙ） ㎡ 

 反射式 Ａ１（Ｒ） ㎡ 

 反射式 Ａ１（Ｒ）（Ｙ） ㎡ 

 反射式 Ａ１（Ｔ）（Ｒ）（Ｙ） ㎡ 

 反射式 Ａ２ ㎡ 

 反射式 Ｂ１ ㎡ 

 反射式 Ｂ１（Ｔ） ㎡ 

 反射式 Ｂ１（Ｒ）（Ｙ） ㎡ 

 反射式 Ｂ１（Ｔ）（Ｒ）（Ｙ） ㎡ 

 反射式 Ｂ２ ㎡ 

 反射式 Ｂ２（Ｔ） ㎡ 

 反射式 Ｄ１（Ｔ）（Ｙ） ㎡ 

 内部照明式 Ｉ１（Ｔ） 枚 

 内部照明式 Ｉ２（Ｔ） 枚 

 

２６-１１-４ 標識マスキング工 

(1) 定義 

標識マスキング工とは、営業中路線に設置した案内標識の反射式標識板及び内部照明式標 

識板に目隠し措置を行うものをいう。 

(2) 種別 

標識マスキング工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 摘要 

Ａ１ 反射式標識板にマスキングを行うもの 緑地  

Ｂ１ 内部照明式標識板にマスキングを行うもの 緑地  
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(3) 材料 

標識マスキング工の材料は、使用に先立ち監督員の確認を得るものとする。 

(4) 施工 

標識マスキング工の施工は、事前にマスキングの範囲がわかるレイアウト等を明記した施 

工計画書を監督員に提出し確認を得るものとする。標識マスキング工は、工場で行うものと 

しマスキング後の標識板の設置は、マスキングに影響のないよう慎重に行うものとする。ま 

た、風等により剥がれないように確実に設置しなければならない。 

(5) 数量の検測 

標識マスキング工の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

(6) 支払 

標識マスキング工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約 

単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うマスキン 

グシートの製作・貼付け等標識マスキング工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を 

完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（９）    標識マスキング工  

    Ａ１ ㎡ 

    Ｂ１ ㎡ 

２６-１１-５ 路面標示工 

(1) 種別 

路面標示工の単価表の項目の種別は、共通仕様書１６－４－２による他、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ 
逆走対策の導流路面標示青ドット及びオレンジドット、オ

レンジ停止線を施工するもの 

(2) 材料 

路面標示工ＪＩＳ規格型Ｄに使用する塗料については、JIS K 5665（3 種 1 号）に示す 

規格に適合しなければならないものとするが、拡散反射率・黄色度の規定は適用しない。 

(3) 支払 

共通仕様書１６－４－６「支払」の単価表の項目に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１６－（７）    路面標示工  

    路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ ㎡  

 

２６-１１-６ 視線誘導標工 

(1) 種別 

共通仕様書１６－５－２「種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 区分内容 

Ａ２－１（Ｒ） 
規定以上の反射性能を有する反射体でガードレールに取付け

るもの（設置高 H＝1.2ｍ） 
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単価表の項目 区分内容 

Ａ３－１ 
規定以上の反射性能を有する反射体で橋梁壁高欄上部に取付

けるもの（設置高 H＝1.2ｍ） 

Ａ５－１ 

Ａ５－１（Ｒ） 

規定以上の反射性能を有する反射体でスノーポールに添架す

るもの（設置高 H＝1.2ｍ） 

Ａ６－１ 
規定以上の反射性能を有する反射体で自発光スノーポールに

添架するもの（設置高 H＝1.2ｍ） 

Ｄ２－１ 
規定以上の反射性能を有する反射体で両面ガードレールに取

付けるもの（設置高 H＝1.2ｍ） 

(2) 材料及び防錆処理 

視線誘導標の支柱に使用する材料は、共通仕様書１６－５－３「材料及び使用量」の規定に  

かかわらず、JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)STK400 とし、防錆処理は共通仕様書１５－ 

５－４「防錆処理」に示す規格に適合しなければならない。なお、単価表の項目の（Ｒ）は、 

撤去した既設視線誘導標を再利用し設置するものをいう。 

(3) 支 払 

共通仕様書１６－５－９「支払」の単価表の項目に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１６－（８）    視線誘導標  

    Ａ２－１（Ｒ） 基  

 Ａ３－１ 基 

    Ａ５－１ 基  

 Ａ５－１（Ｒ） 基 

 Ａ６－１ 基 

 Ｄ２－１ 基 

 

２６-１１-７ 距離標工 

(1) 種別 

共通仕様書１６－６－２「種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 区分内容 

Ｂ４－１ 1ｋｍポスト トンネル取付用 

250×550（片面） 

Ｂ５－１（Ｒ） 1ｋｍポスト スノーポール取付用 

250×550（片面） 

Ｂ６－１ 1ｋｍポスト 自発光スノーポール取付用 

250×550（片面） 

Ｃ４－１ 100ｍ,500ｍポスト トンネル取付用 

180×400（片面） 

Ｃ５－１（Ｒ） 100ｍ,500ｍポスト スノーポール取付用 

180×400（片面） 
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単価表の項目 区分内容 

Ｃ６－１ 100ｍ,500ｍポスト 自発光スノーポール取付用 

180×400（片面） 

Ｄ１－１ 20ｍポスト 土中建込用 

100×300（片面） 

Ｄ２－１ 20ｍポスト 防護柵取付用 

100×300（片面） 

Ｄ４－１ 20ｍポスト ボックス取付用 

100×300（片面） 

Ｄ５－１ 20ｍポスト スノーポール取付用 

100×300（片面） 

 

(2) 材料及び防錆処理 

単価表の項目の（Ｒ）は、撤去した既設視線誘導標を再利用し設置するものをいう。 

(3) 支払 

共通仕様書１６－６－６「支払」の単価表の項目に下記を追加する。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

１６－（９）    距離標  

    Ｂ４－１ 枚 

 Ｂ５－１（Ｒ） 枚 

 Ｂ６－１ 枚 

 Ｃ４－１ 枚 

 Ｃ５－１（Ｒ） 枚 

 Ｃ６－１ 枚 

 Ｄ１－１ 枚 

 Ｄ２－１ 枚 

 Ｄ４－１ 枚 

 Ｄ５－１ 枚 

 

２６-１１-８ 管路工 

(1) 種別 

共通仕様書１６－７－２「種別」に下表を追加する。 

1）土工部管路工 

単価表の項目 設計図での表示 区 分 内 容 保護土 

E1S-PSφ(n) E1S-PSφ(n) 一般部にＰＳ管を埋設 有 

E1S-CPφ(n) E1S-CPφ(n) 一般部にＣＰ管を埋設 有 

E5C-Sφ(n) E5C-Sφ(n) 
路肩路床内縦断部にＳ管をコン

クリート埋設 
無 

注：φは呼び径、ｎは条数を表す（以下同じ） 
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2）トンネル部管路工 

単価表の項目 設計図での表示 区 分 内 容 

T1C-FEPSφ(n) T1C-FEPSφ(n) 
トンネル部にＦＥＰＳ管をコンクリート

埋設 

3）管路付帯工 

単価表の項目 区 分 内 容 

MK-C 
アスファルト舗装部に埋設標示ピンを設置（通信用） 

文字：「OF」、「通」 

MK-D 
土工部に埋設標柱を設置（通信及び電力用） 

文字：「通」、「電」 

PSφ(n) ＰＳ管とハンドホールのダクト口の処理 

Sφ(n) Ｓ管とハンドホールのダクト口の処理 

VEφ(n) ＶＥ管とハンドホールのダクト口の処理 

CPφ(n) ＣＰ管とハンドホールのダクト口の処理 

FPφ(n) ＦＰ管とハンドホールのダクト口の処理 

FEPSφ(n) ＦＥＰＳ管とハンドホールのダクト口の処理 

4）ハンドホール工 

単価表の項目 
区 分 内 容 

下 部 構 造 鉄蓋 

TH-A 
トンネル部ハンドホール、再生プラスチック製蓋 2

組（蓋 1枚当り:464×633）、内空深さ 740 ㎜程度 
－ 

TH-B 

トンネル部ハンドホール（電気・通信用）、再生プ

ラスチック製蓋 2組（蓋 1枚当り:400×633）、内空

深さ 376 ㎜程度 

－ 

TH-C 

トンネル部ハンドホール（高圧配管用）、再生プラ

スチック製蓋 2組（蓋 1枚当り:400×633）、内空深

さ 658 ㎜程度 

－ 

5）非常電話基礎工 

単価表の項目 区 分 内 容 

ET-HA 盛土部用（鋼製タラップ用） 

ET-HC 平坦部用（鋼製タラップ用） 

(2) 材料 

管路工に使用する材料は、次に示す規格に適合するものとし、使用にあたっては事前に監督 

員の確認を得るものとする。 

項   目 適用すべき諸基準又は規格・材質 備  考 

鋼管付属品 
施設機材仕様書「ケーブル保護用鋼管、同付属品仕様書」

他、設計図書による 

ソケット､

伸縮継手等 

プレキャスト 

コンクリート製品 

「機械電気通信設備標準図集」他、設計図書による  

管路ケーブル埋設

標 

施設機材仕様書「管路・ケーブル埋設標仕様書」他、設計

図書による 
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項   目 適用すべき諸基準又は規格・材質 備  考 

ハンドホール銘板 施設機材仕様書「通信用ハンドホール銘板仕様書」による  

ハンドホール蓋及

び 

付属品 

再生プラスチック(ＰＥ・ＰＰ等)を主材料とした樹脂製蓋

及び受け枠で施設機材仕様書「電気通信用ハンドホール

蓋標準仕様書」他、設計図書による 

ＴＮ部 

(3) 支払 

共通仕様書１６－７－7「支払」の単価表の項目に下記を追加する。 

 単価表の項目 検測の単位 

１６－（１０） 土工部管路工  

 Ｅ１Ｓ－ＰＳφ（ｎ） ｍ 

  Ｅ１Ｓ－ＣＰφ（ｎ） ｍ 

  Ｅ５Ｃ－Ｓφ（ｎ） ｍ 

１６－（１２） トンネル部管路工  

 Ｔ１Ｃ－ＦＥＰＳφ（ｎ） ｍ 

１６－（１３） 管路付帯工  

 ＰＳφ（ｎ） 箇所 

 Ｓφ（ｎ） 箇所 

 ＶＥφ（ｎ） 箇所 

  ＣＰφ（ｎ） 箇所 

  ＦＰφ（ｎ） 箇所 

  ＦＥＰＳφ（ｎ） 箇所 

１６－（１４） ハンドホール工  

 ＴＨ－Ａ 箇所 

 ＴＨ－Ｂ 箇所 

 ＴＨ－Ｃ 箇所 

１６－（１５） 非常電話基礎工  

 ＥＴ－ＨＡ 箇所 

 ＥＴ－ＨＣ 箇所 

 

２６-１１-９ 車線分離標工 

(1) 種別 

車線分離標工の単価表の項目の種別は、共通仕様書１６－８－２「種別」による他、次のと

おりとする。 

単価表の項目 区 分 内 容 

ポール(Ｈ＝650 ㎜)Ａ（Ｒ） 

土工部に設置する車線分離標で、本体及びベース本体は既設

で設置されたものを再利用、埋設用脚のみ新設 

(H=650 ㎜、頭頂部φ80㎜、緑) 

ポール(Ｈ＝650 ㎜)Ｂ 
土工部に設置する車線分離標 

(H=650 ㎜、頭頂部φ80㎜、赤) 
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(2) 支払      

共通仕様書１６－８－６「支払」を下記のとおり変更するものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

１６－（１９）    車線分離標工  

    ポール(Ｈ＝650 ㎜)Ａ（Ｒ） 基  

    ポール(Ｈ＝650 ㎜)Ｂ 基  

 

２６-１１-１０ 注意喚起溝工 

(1) 定義 

注意喚起溝工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、アスファルト舗装面に等間隔に切 

削した溝を設置し、通行車両の車線逸脱防止を目的に施工するものをいう。 

(2) 種別 

注意喚起溝工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

Ａ アスファルト舗装面に幅 150ｍｍ、長さ 170ｍｍ、深さ 15ｍｍ

の溝を 300ｍｍピッチで設置（切削）するもの 

(3) 施工 

注意喚起溝工の施工は、施工箇所以外の舗装面に損傷を与えないように行い、施工後の清掃 

等は十分に行うものとする。 

また、設計図書に示す平面形状が確保されるよう路面の段差、不陸等に注意しながら施工を 

行うものとする。 

(4) 出来形基準 

注意喚起溝工の出来形基準及び管理基準は、次のとおりする。 

 出来形基準 

項目 設計値 許容値 測定方法 

切削延長 設計図書に示す延長 設計値以上 － 

切削横幅 150ｍｍ ±10ｍｍ 前・後の平均値 

左右の平均値 300ｍｍ ±30ｍｍ 左・右の平均値 

切削縦幅 170ｍｍ ±30ｍｍ 左・右の平均値 

深さ  15ｍｍ ± 4ｍｍ 左・右の平均値 

 管理基準 

合否の判定は、次のとおりとする。 

・判定基準：施工延長４００ｍ以上の場合：１区間／２００ｍ 

        （１区間：連続したピッチを測定） 

         施工延長４００ｍ未満の場合：２区間 

・合否判定：９０％以上の測定値が許容値内であること。 

(5) 数量の検測 

注意喚起溝工の数量の検測は、路面標示延長方向の設計数量（ｍ）で行うものとする。 
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(6) 支払 

注意喚起溝工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1ｍ当たりの契約単価 

で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設路面の切 

削、清掃、廃材の運搬、廃材処理等注意喚起溝工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工 

事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとす 

る。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１０） 注意喚起溝工  

 Ａ ｍ 

 

２６-１１-１１ スノーポール工 

(1) 定義 

スノーポール工とは、降雪・積雪時用の視線誘導を目的に、スノーポールの設置を行うこと 

をいう。 

(2) 種別 

スノーポール工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

 

単価表の項目 区 分 内 容 

Ａ１ 

Ａ１（Ｒ） 

土中にさや管を設置後、建込むもの 

Ａ２ 

Ａ２（Ｒ） 

防護柵支柱に添架するもの 

Ａ３ 壁高欄天端にベースプレート式で設置するもの 

(3) 材料 

スノーポール工に使用する支柱、さや管、ベース金具、取付けバンド、ボルト・ナット及び 

ネジ等の材料は、共通仕様書１６－３－３「反射式標識板工」の規格に適合しなければならな 

い。また、反射シートは共通仕様書１６－３－３「反射式標識板工」封入レンズ型反射シート 

の規格に適合しなければならない。なお、単価表の項目に（Ｒ）は、撤去した既設スノーポー 

ル（取付金具含む）を再利用し設置するものをいう。 

(4) 防錆処理 

スノーポール工の防錆処理は、設計図書に示す規格に適合しなければならない。 

(5) 数量の検測 

スノーポール工の数量の検測は、設計数量（基）で行うものとする。 

(6) 支 払 

スノーポール工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1基当たりの契約単 

価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うスノーポー 

ルの製作、運搬及び設置等スノーポール工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完 

成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 
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 単価表の項目 検測の単位 

特－（１１） スノーポール工  

 Ａ１ 基 

 Ａ１（Ｒ） 基 

 Ａ２ 基 

 Ａ２（Ｒ） 基 

 Ａ３ 基 

 

２６-１１-１２ サインサポート工 

(1) 定義 

サインサポート工とは、工事規制標識の固定用金具を設置するものをいう。 

(2) 種別 

サインサポート工の種別は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

サインサポート工 

 ＭＳ－Ｂ 
コンクリート壁高欄取付用 

(3) 材料及び防錆処理 

サインサポート工に使用する鋼材は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）、JIS G 3101（一 

般構造用圧延鋼材）の規格、防錆処理は、本体は JIS H 8641（溶融亜鉛メッキ）HDZT77、付属 

品は HDZT49 の規格に適合しなければならない。 

(4) 数量の検測 

サインサポート工の数量の検測は、設計数量（基）で行うものとする。 

(5) 支払 

サインサポート工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１基あた 

りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う 

サインサポート工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用 

で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１２） サインサポート工  

 ＭＳ－Ｂ 基 

２６-１１-１３ 注意喚起標示工 

(1) 定義 

注意喚起標示工とは、走行車両へ注意喚起を促すための注意喚起標示の設置を行うことを 

いう。 

(2) 種別 

注意喚起標示工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

Ａ ガードレールのビームに貼り付けるもの 
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(3) 材料 

薄型軟式アルミニウム箔、ゴム系粘着材、ワリフ及び超高輝度プリズム型反射シートを積層 

したものとし、使用にあたっては事前に監督員の確認を得るものとする。 

 超高輝度プリズム型反射シートの反射輝度は、次のとおりとする。 

観測角 入射角 蛍光黄緑 赤 

12′ 5° 700 150 

30° 340 70 

反射輝度は、JIS Z 9117 の規定に準拠した測定方法による。 

 超高輝度プリズム型反射シートの色は、次のとおりとする。 

色 

色度座標の範囲 
Y 値 

1 2 3 4 

X Y X Y X Y X Y 下限 

蛍光黄緑 0.387 0.610 0.369 0.546 0.428 0.496 0.460 0.540 55 

赤 0.649 0.351 0.565 0.346 0.629 0.281 0.735 0.265 3 

色度座標は、JIS Z 8722 に規定する標準の光 D65による。 

 接着力 

25 ㎜幅でアルミニウムに貼りつけられたとき、90°方向に剥離する荷重が 20N 以上

であること。 

(4) 施 工 

注意喚起標示工の施工は、取付け箇所の防護柵ビームの表面を入念に清掃した後、プライマ 

ーを塗布し所定の位置に貼り付けるものとする。 

(5) 数量の検測 

注意喚起標示工の数量の検測は、設計数量（基）で行うものとする。 

(6) 支 払 

注意喚起標示工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1基当たりの契約単 

価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う製作、運搬、 

設置等注意喚起標示の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費 

用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１３） 注意喚起標示工  

 Ａ 基 

 

２６-１２ 雑 工 

２６-１２-１ 縁石工 

(1) 種 別 

縁石工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区 分 内 容 

アスファルト縁石Ａ 
アスファルト縁石 

縁石高=160 ㎜ 
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単価表の項目 区 分 内 容 設計図の表示 

工場製コンクリート縁石Ａ 
工場製コンクリート縁石 

縁石高=170 ㎜、基礎高(H)=110～230 ㎜ 
PCC-A（H） 

工場製コンクリート縁石Ｂ 
工場製コンクリート縁石 

縁石高=250 ㎜、基礎高(H)=110 ㎜ 
PCC-B（H） 

 
(2) 支 払 

共通仕様書１８－６－５「支払」に下記を追加する。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

１８－（４） 縁石工  

 アスファルト縁石Ａ ｍ 

 工場製コンクリート縁石Ａ ｍ 

 工場製コンクリート縁石Ｂ ｍ 

 

２６-１２-２ コンクリートシール工 

(1) 材 料 

コンクリートシール工に使用するコンクリートは、共通仕様書１８－１０－２「施工」に示 

す規格に適合しなければならない。ただし、最大水セメント比は 55％以下とする。 

(2) 施 工 

中央分離帯部等に設ける目地の間隔は、設計図書のとおりとする。支柱周りの箱抜きに必要 

な費用は、当単価に含むものとする。 

 

２６-１２-３ トンネルブロック番号板 

(1) 定 義 

トンネルブロック番号板とは、トンネル覆工コンクリートブロック毎に設計図書及び監督 

員の指示に従って、トンネルブロック番号板の設置を行うことをいう。 

(2) 種 別 

トンネルブロック番号板の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区 分 内 容 

Ａ 
トンネル壁面に、トンネルブロック番号板をアンカーボルトで固

定するもの 

(3) 材 料 

トンネルブロック番号板の材料は、共通仕様書１６－６－３「反射式標識板工」に示す規格

に適合しなければならない。 

(4) 数量の検測 

トンネルブロック番号板の数量の検測は、設計数量（枚）で行うものとする。 

(5) 支 払 

トンネルブロック番号板の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1枚当たり 

の契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うト 

ンネルブロック番号板の製作、設置等トンネルブロック番号板の施工に要する材料・労力・機 
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械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を 

含むものとする。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１４） トンネルブロック番号板  

  Ａ 枚 

 

２６-１３ 率計上工事に関する事項 

２６-２６-１ 率計上工事 

(1) 目的及び契約方法 

率計上工事とは、率計上工事に関する事項の単価項目の金額を他の特定の単価項目の金額 

に対する率計上により積算することにより、入札価格算出の簡素化を目的とするものであ 

る。当該部分の見積りについては、当初契約において一式として契約する。特記仕様書２６ 

-１３-１（２）に示す率計上の考え方に基づき算出するものとする。 

(2) 当初契約金額 

当初契約は、率計上に用いる単価表の項目は諸経費①による項目のうち、単価表の番号（１ 

～３０５）の金額合計に対して１４％を一式計上するものとする。金額の記載にあたっては、

有効数字５ケタとし、有効数字６ケタ目を切り捨てとする。 

また、１０百万円未満の場合は、千円単位とし、千円未満の額については切り捨てとする。 

提出した単価表が特記仕様書に示す率計上工事の見積り方法に基づき算出されていない場 

合、単価協議により単価表を修正するものとする。 

なお、契約締結後、率計上部分の対象項目については現地照査に基づき契約内容が確定した 

段階で契約書第 19条に基づき変更を行うものとする。 

また、率計上項目及び概算数量については、設計図書における率計上工事に関する契約参考 

図書に示し、参考として取り扱うものとする。 

(3) 種別 

率計上工事の種別は、契約参考図書及び数量総括表によるものとする。 

(4) 変更契約について 

「特－(１５）率計上工事に関する事項」の新単価算出にあっては、単価表の項目を上限と     

せずに契約変更を行うものとする。 

(5) 率計上工事対象項目 

率計上工事とは、契約参考図書及び数量総括表に基づき、本工事を完成するために必要な費 

用で諸経費に含まれるものを除く全てについて率計上の対象としている。 

 単価表の項目 検測の単位 

特－(１５) 率計上工事に関する事項 式 

 

２７. 割掛対象表の項目に示す工事の内容 

割掛項目対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第１章総則「表１－３ 割掛対象表の

項目に示す工事の内容」によるほか、次のとおりとする。なお、これに要する費用は関連する単

価表の項目の単価に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。 
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割掛対象表の項目名称 工事の内容 

【共通仮設費】 

工事用機械運搬費 
質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の

損料に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ａ１ 
新得地区施工区間に仮設材等（仮設防護柵（基台：H 形鋼））の運

搬に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ａ２ 
新得地区施工区間に仮設材等（仮設防護柵（基台：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ））

の運搬に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ｂ１ 
長流枝地区施工区間に仮設材等（仮設防護柵（基台：H 形鋼））の

運搬に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ｂ２ 
長流枝地区施工区間に仮設材等（仮設防護柵（基台：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ

ｸ））の運搬に要する費用をいう。 

土質等試験費 
土の凍上試験「JGS0172-2009 凍上判定のための凍上試験法」に要

する費用をいう。 

はく離抵抗試験費 

舗装工事における粗骨材及びアスファルト舗装混合物のはく離抵

抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用

をいう。 

【準備工事費】 

工事用道路維持補修費 
工事用道路（本線内工事用道路を除く）の維持（散水）に要する費

用をいう。 

本線内工事用道路費 

(伸縮継手箇所の保護) 

本線内を工事用道路として利用する場合に、橋梁の伸縮継手箇所

の段差を是正し、かつ伸縮継手の損傷を防ぐために設置する保護

工に要する費用をいう。 

本線内工事用道路費 

(構造物接続箇所の保護) 

本線内を工事用道路として利用する場合に、アスファルト舗装と

橋台・トンネル内及び料金所のコンクリート舗装版の接続箇所の

段差を是正し、かつ構造物の損傷を防ぐために設置する防護工に

要する費用をいう。 

【仮設備工事費】 

トンネル内仮設照明設備

費 

トンネル内の舗装工事等を行うため、仮設の照明設備等及び、発動

発電機に要する費用をいう。（広内トンネル内） 

【雑工事費】 

目地材費 
コンクリート構造物（コンクリートシール工）の継目に設置する目

地材に要する費用をいう。 

Ｅｖ埋戻し費 
路盤準備工を行う時に、土工工事で施工したＥｖの埋戻しに要す

る費用をいう。 

 

２８. 補足事項 

２８-１ 設計図書の変更及び追加について 

次に示す作業については、現在関係機関と協議中であり、関連する工事の設計内容を変更又

は追加する可能性があるので、受注者は監督員と緊密な連絡を取るとともに、これについて監

督員の指示があった場合は速やかにその指示に従うものとし、これらに要する費用は監督員と

受注者で協議し定めるものとする。 
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(1) 快適トイレを導入する場合は、仕様及び費用について監督員と協議すること。なお、快 

          適トイレを定置式とするときは設置場所及び配置についても監督員と協議すること。 

(2) 部分使用の範囲及び時期の変更する場合がある。 

(3) 交通管理者との協議により、安全対策を追加する場合がある。 

(4) アスファルト混合物の材料及び舗装構成を変更する場合がある。 

(5) 路盤材を再生骨材に変更する場合がある。 

(6) 施設工事との工程調整等により、仮設ケーブル切り廻しを追加する場合がある。 

(7) 眩光防止施設工を追加する場合がある。 

(8) 交通規制工 通行止め規制を追加する場合がある。 

(9) 構造物裏込め工を追加する場合がある。 

(10) 新得地区周辺の現況復旧を追加する場合がある。 

(11) 仮設トンネル湧水処理水槽の撤去を追加する場合がある。 

 

２８-２ 工事記録情報の作成及び提出について 

受注者は、共通仕様書１－５１－２「工事記録情報」の規定に従って、「工事記録収集システ

ム」へデータ入力完了後、「工事記録情報完了届」をしゅん功届提出予定の２週間程度前までに

監督員に提出し、その後入力データの照査を受け、「工事記録情報チェック結果票」にて照査結

果の通知を受けるものとする。 

また、照査の結果修正が生じた場合は、監督員の指示に従い速やかに修正を行うものとする。 

工事記録収集システムに関する問い合わせ先は、別途監督員より通知する。 

 

２８-３ 車両制限令を超える車両の運行に関する通行許可の確認結果の提出 

受注者は、共通仕様書１－６２における確認については、許可証の原本やオンライン申請に

おいてはダウンロードした電子ファイルデータで確実に確認し、その確認結果を監督員に提出

するものとする。 

 

２８-４ 緊急時の協力業務 

北海道支社が管理する高速道路の沿線で気象庁発表震度５強以上の地震が発生した場合は、

管理事務所が実施する供用中道路の緊急復旧作業に対して応援可能な資機材及び人員を速やか 

にとりまとめ監督員へ報告するものとする。 また、長期休暇前においても休暇期間中の発災時

における応援可能な資機材と人員を監督員へ報告すること。 

なお、監督員が資機材及び人員の応援について指示し、手配した場合は本工事とは別に別途契  

約締結を行うものとする。 

 

２８-５ 間接工事費の変更 

２８-５-１ 対象となる項目 

本工事は、間接工事費のうち「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち

労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあ

たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契
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約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工

事の実施が困難になった場合は実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設

計変更する試行工事である。 

・営繕費：労働者の送迎費、宿泊費、借上費  

（宿泊費、借上費については労働者確保に係わるものに限る）  

・労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 

なお、上記に関連し発生した間接工事費について、監督員が必要と判断した場合、その費

用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

２８-５-２ 工事費構成内訳書 

発注者は、契約単価合意の時（単価協議時）に本工事の当初積算における共通仮設費及び現

場管理費に対する実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示するものとする。 

 

２８-５-３ 間接工事費計画書の提出 

受注者は、間接工事費の増加費用を請求する予定がある場合、工期開始の日から１４日以内

に、前項で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した間接工事

費計画書（様式－９）を作成し、監督員へ提出するものとする。 

なお、工期開始の日から１４日以内に間接工事費計画書（様式－９）の提出がなかった場合

は、間接工事費の増加費用の請求は行えないものとする。 

 

２８-５-４ 間接工事費の増加費用の協議 

(1) 受注者は、最終契約変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえた増加費用

を請求する場合は、間接工事費の増加費用に関する協議書（様式－１０）〔変更間接工事費

計画書及び実績変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（領収書の出ないものは金額

の適切性を証明する金額計算書など）〕を監督員に提出し協議するものとする。 

(2) 発注者は、受注者からの請求があった場合においては、監督員が算定した増加費用の額

を記した増加費用の協議書をもって、受注者と協議するものとする。 

(3) 間接工事費の増加費用の額（増加費用に係る一般管理費等を含む）の協議は、監督員が

間接工事費増加費用見積方通知書により、受注者に対して見積書を監督員に提出するように

通知するものとし、受注者はその通知に従い間接工事費増加費用見積書（様式－１１）を監

督員に提出し協議するものとする。 

(4) 間接工事費の増加費用の額について、監督員からの間接工事費増加費用の負担額協議

書により、受注者は同意書（様式－１２）を監督員に提出するものとする。 

なお、協議開始の日から２８日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に

通知する。 

２８-５-５ 受注者の責めに帰す事由の増加費用 

受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用につ

いては設計変更の対象としない。 
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２８-５-６ 実績変更対象費に基づく間接工事費の増加費用の算定 

実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合の増加費用の算定については、次

のとおりとする。 

(1) 共通仮設費率分は、土木工事積算基準に基づく算出額から間接工事費計画書（様式－

９）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費

用を加算して算出する。 

(2) 現場管理費は、土木工事積算基準に基づく算出額から間接工事費計画書（様式－９）に

記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算し

て算出する。 

(3) 間接工事費の増加費用は、一般管理費等の費用を含む。 

(4) 全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変

更を行うものとする。 

 

２８-５-７ 虚偽申告 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び競争参加

資格停止等の措置を行う場合がある。 

 

２８-５-８ 疑義 

疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。 

 

２８-６ 材料調達に伴う変更 

２８-６-１ 対象となる項目 

本工事の、「骨材」、「土砂」、については、以下の調達地域等から調達することを想定してい

るが、安定的な確保を図るために、当初調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、

事前に材料調達変更計画書（様式－１３）を提出のうえ監督員と協議するものとする。 

また、協議の結果、監督員が指示した場合は、当該地区からの調達完了後、購入費用及び

輸送費等に要した費用の証明書類（実際の取引伝票等）を添付した材料調達実績報告書（様

式－１４）を監督員へ提出するものとし、その費用について監督員と受注者とで協議により

定めるものとする。なお、受注者の都合で調達した資材は協議対象としないものとする。 

資材名 規格 調達地域等 

切込砂利・切込砕石 
４０－０ｍｍ 

８０－０ｍｍ 

上川郡清水町 

上川郡新得町 

河東郡音更町 

切込砂利・切込砕石 

４０－０ｍｍ 

８０－０ｍｍ 

※NEXCO試験法112及びJGS0172-2009適合品 

上川郡清水町 

上川郡新得町 

河東郡音更町 

粒状路盤材 
４０－０ｍｍ 

※NEXCO試験法112及びJGS0172-2009適合品 

上川郡清水町 

上川郡新得町 

河東郡音更町 

再生砕石 ４０－０ｍｍ 

上川郡清水町 

上川郡新得町 

河東郡音更町 
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２８-６-２ 虚偽申告 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び競争参加

資格停止等の措置を行う場合がある。 

 

２８-７ 設計変更ガイドライン 

工事の変更等においては、東日本高速道路㈱が制定・公表している「土木工事請負契約に

おける設計変更ガイドライン」（当社ホームページに掲載 

https://www.e-nexco.co.jp/assets/pdf/bids/stipulation/engineering_works.pdf を参照のこと。 

 

２８-８ 保険の付保  

保険の付保については、「共通仕様書１－５５－１保険の付保」によらず、次のとおりとす

る。契約書第 57条に規定する火災保険、建設工事保険、その他の保険（賠償責任保険は除く）

の付保は任意とし、賠償責任保険（支払限度額１億円以上）は付保しなければならない。 

 

２８-９ 遠隔立会 

遠隔立会とは、遠隔立会実施要領（令和５年１０月 東日本高速道路株式会社）に基づき、

共通仕様書「１－２用語の定義」に定める「確認」及び「１－３０検査及び立会い」に定め

る検査及び立会いについて、デジタル通信技術を活用し遠隔地からの確認、検査及び立会い

の実施により、受注者及び発注者の工事等管理業務の効率化による生産性向上を図るもので

ある。 

遠隔立会の実施有無、実施項目、費用等については、工事着手前に監督員と協議し定める

ものとする。 

 

２８-１０ 熱中症予防に係る対策費用について 

２８-１０-１ 定義 

熱中症予防に係る対策費用とは、建設現場の作業環境改善を図るべく、対象期間におい  

て実施した現場の施設や設備に対する熱中症対策に要する費用をいう。 

２８-１０-２ 対象品目及び対象期間 

受注者は、熱中症予防に係る対策費用を請求する場合は、表－１に示す対象品目一覧表 

の内から必要に応じ実施するものとする。実施した場合は熱中症対策実施報告書を作成 

し、監督員へ提出し、費用については監督員と別途協議するものとする。なお、各品目に 

おける光熱水費や燃料費は除く。 

熱中症対策の対象期間は、原則、毎年５月１日～９月３０日とする。 

なお、気象条件等により、上記期間外を対象とする場合は、前後１カ月の範囲内で受注 

者及び監督員間で協議するものとする。  
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表－１ 対象品目一覧表 

項   目 品 目 名 称 備  考 

機械・施設類 

（原則、リース品） 

遮光ネット 

リース品を原則とするが、やむを得

ない場合は購入品とする。 

大型扇風機 

送風機 

製氷機 

給水器 

冷蔵庫 

日除けテント 

ミストファン 

スポットクーラー 

現場休憩所のエアコン 

休息車の配置 リース品のみを対象とする。 

連絡車との併用は不可。 

上記の他、受注者及び監督員

間で協議し定めたもの 

 

２８-１０-３ 熱中症対策実施報告書の提出 

受注者は、熱中症予防に係る対策費用を請求する場合は、熱中症対策実施報告書（様式 

―１６）、実施状況が確認できる資料、及び支払実績が確認できる資料を作成し、監督員 

へ提出するものとする。 

なお、技術提案項目にて実施予定とした熱中症対策については、費用計上の対象外とす 

るため、報告書内に明記することとする。 


